
秋田城跡

平成ー十年度秋田城跡調査概報

秋田市教育委員会
秋田城跡調査事務所



ぺーシ D 

例 言 上から17行目

第 1図

第 1図

2 下から 4行目

34 第44図

49 下から 6・7行 目

57 上から11行目

57 下から 8行目

58 上から10行目

60・61

67 上から10行目

67 下から 2行 日

69 上から 4・8行目

69 上から 7行自

78 下から 6行目

78 下から 2行目

79 下から16行目

80 上から 2行自

80 下から 3行自

81 上から 6行日

82 上から 5行目

82 上から 9行目

82 上から11行目

154(17) 下段左から11行目

160(11) 上段右から12行目

160(11) 下段右から 3行目

平成十年度秋田城跡調査概報

正 誤表

誤 正

渡辺育子 渡部育子

平成8年度 平成9年度

平成9年度 平成10年度

壊さた 壊された

1 (7 -475) 1 (7 -498) 

S K1556 S K1555 

めりごめ ぬりごめ

第81図 第82図

第81図 第82図

小札観察表 小礼申観察表

各孔位置に基づく小札分類 小札各孔位置関係分類

44、49の2例 22、44、49の3例

第88図図3-1 第89図 ・図3-1 

したから Lたから

下燭技法について(第89・図 3) 下揚み技法について(第89図・図3)

埋土より形態及び 埋土より、形態及び

S 11548 S 11549 

S 11647 S 11547 

S 11543 S 11542 

S B 1553 S B1533 

S B 1545 S 11545 

S 11445 S 11545 

S B 1533 S B 1532 

S A1539や材木列塀 S A1539材木列塀

保菅 保管

小高部公 小高野公

男( ) 女( ) 



平成十年度秋田城跡調査概報

秋 田城跡

秋田市教育委員会
秋田城跡調査事務所



序文

平成10年度秋田城跡発掘調査は、政庁南東側のー画にあたる

大畑地区を中心に調査を実施しました。

調査の結果、平安時代における 2つの画期的な発見があり 、

全[1i[的にも注目を集めました。 一つは非鉄製の小札甲(こざね

よろい)であり 、もう 一つは死亡帳を初めとする多数の漆紙文

書であります。非鉄製の小札甲については、平安時代前期のも

のとしては発掘例はもちろんのこと伝世品としても例が無く 、

円本の武具の変遷を知る上で画期的な成果となりました。漆紙

文占死亡帳については、その内容がわかるものとしては全国初

の出土例であり 、ともに出土した戸籍などとともに、平安時代

における行政及び地域社会の実態を知る上で極めて重要な成果

となりました。

また、平成10年に完成いたしました外郭東門は、周囲の歴史

公園とともに市民の学習の場や憩いの場として活用され、親し

まれております。

このように、秋田城跡の調査が大きな成果をあげ、史跡の管

理と整備事業が順調に進んでおりますことは、文化庁、秋田県

教育委員会、整備指導委員の諸先生、そして地元住民の方々の

多大なるご指導、ご協力の賜物と心より深く感謝申し上げます。

平成11年 3月31日

秋田市教育委員会

教育長石黒俊郎
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例己

1. 本報告書の執筆、編集は伊藤武士、進藤靖があたり、日野久が補佐した。

2.遺物の実測、 トレースは、伊藤のほか、補助員の渡辺由孝、原田久美子、長嶋英子があたり、発

掘調査、遺物整理は、小栗玲子、高階弥重子、小塚裕姫子、(専修大学大学院)、京野恵子、蓮沼

素子(東北大学大学院)、鷲藤恵里(宮城学院女子大学)、佐藤一樹(秋田大学)、佐々木彩子(園皐

院大学)が協力した。

3.遺構写真は伊藤、進藤、遺物写真は伊藤があたった。

4.墨書土器の解読は国立歴史民俗博物館教授平川南氏、弘前大学人文学部教授鐘江宏之氏にお願い

した。

5.漆紙文書の解読、執筆は平川南氏にお願いした。

6.小札甲の実測、分類等は、栃木県教育委員会文化財課津野仁氏の指導 ・協力の下、伊藤が行った。

7.小札甲の材質の分析は、パリノ ・サーヴェイ株式会社に委託した。

8.鉄製品の銃取りについては、東北歴史資料館保存科学科長手塚均氏の協力を得て進藤が実施した。

9.発掘調査では上記のほかに、以下の方々、関係機関からの指導、助言を得た。記して感謝したい。

遺物

新野直吉、岡田茂弘、渡溢定夫、細見啓三、牛川喜幸、今泉隆雄、白鳥良一、本中員、坂井秀弥、

小林克、磯村幸男、小林謙一、山中敏史、楢崎彰一、仲野浩、鈴木靖民、酒寄雅志、大平聡、熊

田亮介、渡辺育子、松田泰典、佐川正敏、平野卓治、文化庁記念物謀、国立歴史民俗博物館、奈

良国立文化財研究所、富域県教育委員会、東北歴史資料館、多賀城跡調査研究所、東北芸術工科

大学、秩田県教育委員会、秩田県埋蔵文化財セ γタ一、秋田県立博物館、秋田大学(敬称略 ・順

不同)

凡例

1. 土器断面を黒く塗りつぶしたのが須恵器、中世陶器である。

2.土器の性格の相違は、下記スクリーントーソで表現した。

E三ヨ 黒色処理

麗歯車富転用硯

3.土器の表面付着物の相違は、下記スクリーソト ーソで表現した。

区司 煤

E二コ 漆
4. 調整技術、切り離し等の表記は下記のとおりである。

0回転利用ケズりは、ケズリ調整と記載。ケズリ調整以外の調整はそのつど別記。

。ロクロ等広い意味の回転を利用したカキ目調整は、ロクロ利用のカキ目調整と記載。

0切り離し、粘土紐、タタキ痕跡等、成形時痕跡の消滅を目的としない軽度な器面調整痕跡は、

軽い撫で調整と記載。

0底部回転へラ切りによる切り離しは、へラ切りと記載。底部回転糸切りによる切り離しは、糸

切りと記載。底部回転以外の切り離しはそのつど別記。

0実測図、写真図版の縮尺は、特記のあるもの以外はすべて 1/3である。
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I 調査の計画

平成10年度の秩田城跡発掘調査は、第72次、第73次、第74次を実施した。

発掘調査事業費は総事業費(本体額)1，750万円のうち国庫補助額875万円(50%)、県費補助額437，5

万円(25%)、市437，5万円(25%)となっている。

調査計画は下記のように立案した。

表 1 発掘調査計画

調査次数 調査地区 発掘調査面積ぱ(坪) 調査予定期間

第72次 大畑地区中央部 1，200ぱ (363) 4月13日"-'7月31日

第73次 焼山地区北部 1，000ぱ (303) 8月 1日"-'10月31日

言十 2，200ぱ (666)

平成10年度は秩回城跡第六次 5ヶ年計画の 2年度にあたり 、第五次 5ヶ年計画調査予定地のうち焼

山地区で未調査地となっている部分と第六次5ヶ年計画に従い新たに大畑地区中央部を調査対象とし

ている。

第72次調査は、政庁から外郭東門に至る聞の区域にあたり、政庁域の南東側に隣接している大畑地

区中央部のー画を調査対象とした。従来から学校跡地を含む広い未調査域が存在し、その実態が明確

でなかった大畑地区中央部から南部における遺構の広がりや利用状況を把握することを目的として実

施した。

調査の結果、掘立柱建物跡5棟、柱列 371J、材木戸i塀跡27"IJ、竪穴住居跡6軒、竪穴状遺構 1基、

竪穴状工房跡3棟、鍛冶炉跡10基、土坑14基、溝跡4条等多数の遺構の存在を確認し、鍛冶工房域や

建物群などといった形で周辺の利用状況を把握することができた。また、多数の漆紙文書や非鉄製小

礼申などの重要遺物が出土するなど大きな成果を得た。

第73次調査は、政庁から外郭西門に至る間の区域で、焼山地区中央部の北側及び西側隣接地にあた

る焼山地区北部のー画を調査対象とした。前年度までの調査で焼山地区中央部では、規則的配置に基

づく 、錦立柱建物群を検出しており 、その北側及び西側における建物群をはじめとする遺構の広がり

や利用状況を把握することを 目的として実施した。

調査については、第72次調査の期間が延長されたことにより 、調査期間が短縮されたため、調査区

域の表土剥ぎ及び抜根作業を実施するにとどまった。

秩田市教委指令第139号の指示に基づき、大畑地区南部における現状変更と緊急調査が実施され、

古代の遺構として土坑や溝跡が検出されるなどしたため、第74次調査とした。調査の結果、土坑 1基、

溝跡2条を検出した。

10月10日に第72次調査の現地説明会を開催 し、 270名の参加者を得た。

9月18日に文化庁記念物課坂井秀弥文化財調査官の現地指導を受けた。

- 1一



平成10年度の発掘調査実施状況は下記表 2のようになっている。

表 2 発掘調査実施状況

調査次数 調査地区 発掘調査面積ぱ(坪) 調査実施期間

第72次 大畑地区中央部 1，300m' (394) 4月13日'"'-'12月9日

第73次 焼山地区北部 1，000m' (303) 10月27日'"'-'11月6日

第74次 大畑地区南部 50m2 
( 15) 11月30日'"'-'12月2日

計 2，350ぱ (712)

II 第 72次調査

1 )調査経過

第72次調査は、大畑地区中央部を対象に平成10年4月13日から12月9日まで実施した。発掘調査面

積は1，300ぱ(394坪)で、ある。調査地は政庁から外郭東門に至る聞の区域にあたり、調査地西辺は政庁

区画施設の南東コーナ一部より35m離れたところに位置し、調査地北西側の第33次調査地では、掘立

柱建物跡や、竪穴住居跡、鍛冶工房跡、柱列跡等を検出している。調査地は旧高清水小学校跡地で、

現地形は校舎解体後、平坦に整地され、雑木の生える荒地となっていた。

調査は従来未調査地が多かったこの地域の周辺の遺構の広がりや利用状況の把握を目的として実施

した。まず、雑木の伐採及び抜根作業を行い、その後、調査区の設定を行った(4月13日'"'-'4月16日)。

表土除去作業を調査区西側から開始した。調査区のほぼ全域には、表土が小学校造成時の造成土と

旧耕作土からなり 、厚さは20cm'"'-'40cmと比較的部くなっていた。調査区西側から中央部にかけては、

表土直下で褐色土の遺物包含層の堆積が確認された。調査区北側と南側では、表土直下が撹乱と削平

により地山飛砂層面とその下層である地山腐植土層面となっていた。調査区東側では、表土直下で暗

褐色土の造物包含層の堆積が確認された。また、調査区のほぼ全域にわたり、小学校体育館の基礎で

ある幅 1m前後の布堀り溝が、北西から南東方向にかけてとそれに直交する北東から南西方向にかけ

て地山粘土層面を掘り込み、底部に拳大の玉石を敷き詰めた状態で数条確認された。表土除去作業が

終了した調査区東側から土居観察用ベルトの写真撮影と実測を行っていった(4月17日'"'-'5月13日)。

表土除去作業終了後、再び調査区西側より土層観察用ベル トを除去しながら、遺構の精査を行って

いった。調査区西側では表土直下で複数の撹乱穴や畝状撹乱を多数検出し、これらに一部切られるか

たちでS01551とこれに重値する S01552を検出した(5月14日)。調査区北西部では基礎撹乱によっ

て3分の lほど壊さたSB 1531を検出した(5月18日)。調査区中央部、 SB 1531の南側では焼土面と

その周辺に鍛造最IJ片が認められ、鍛冶炉跡と判断し、 SX1568とした(5月20日)。調査区中央部南側

では焼土、炭化物を含む褐色土のプラソが確認され、S11544とした。また、この南側でSA1536を

検出した(5月21日)。調査区中央部では建物の一部が第4層褐色土層によって判然、としないものの、
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S B 1532を検出した(5月22日)。調査区北東部では炭化物と赤褐色土器が主体を占める遺物が多量に

S K1555とした。調査区東側中央部でも SK1555より小規模では含まれた落ち込みプラソを検出し、

あるが、同様に多量の炭化物と遺物を含むSK1556とこれに重複する S11541を検出した。SK1555 

S K1558と重複する大規模な SKS K1557、S K1555、S K1558を、また、の南西側でSK1557、

1559を検出した(5月26日)。

表土除去後の撹乱、遺構の検出状況について調査区の全景写真撮影を行った(5月27日)。

調査区西側から中央部にかけての畝状撹乱や撹乱穴を掘り下げた。調査区南西部のやや大規模な撹

乱穴は形状と埋土から出土した遺物から、近世以降の土取り穴と考えられ、掘り下げを行った後、写

真撮影、実測を行った。調査区北西部のSB 1531について検出状況の写真撮影後、断ち割り 、掘り下

げを行った後、土居断面の実測と写真撮影を行った。調査区全域に平面実測用の造り方を設置し、調

査区西fJt肋当ら平面実測を開始した(5月28日-----6月9日)。

調査区西側から中央部にかけての平面実測と並行して調査区東側の撹乱穴を掘り下げた。調査区北

S 1 1541の検出状況の写真撮S K1558、調査区東側中央部の SK1556、S K1557、東部の SK1555、

S B 1533の南東隅柱掘り方以外を影を行った。調査区東側から中央部にかけて遺構の再精査を行い、

この段階での検出状況の写真撮影を行った。調査区南東部の撹乱穴と畝状撹乱を掘り下げ、検出し、

平面実視11後、旧耕作土を除去し、第3層褐色土層面でSA1537を検出した。SA1537の西側で第3層

S K1560を検出した。SB 1533は東廟S B 1533の南東隅柱掘り方及びS11452、

- 3-
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南北棟の掘立柱建物跡であることが確認され

紅一
向

SA た。調査区東側で検出した SB 1533、

S K1556、SK1557、S K1555( 1面)、1537、

S K1561について断ち割りと掘り

下げを行った後、写真撮影、実測を行った

S K1558、

(6月10日---7月9日)。

調査区東側の表土直下検出遺構及び重複関

係上位遺構の完掘状況、調査区西側の撹乱穴、

S B 1531完掘状畝状撹乱掘り下げ後の状況、

況の写真撮影を行った(7月10日)。
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S D1552の断ち割

り、掘り下げを行った後、写真撮影、実測を

行った。調査区中央部南側のS1 1544の周辺

を再精査し、重複した S1 1545を検出した。

S 1 1544の断ち割り、掘り下げを行ったとこ

S X1570、柱掘り方をろ、床面でSX1569、

S 11544は竪穴状工房跡と考え

られた。これらを断ち割り 、掘り下げを行つ
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調査区西側のSD1551、

数基検出し、

，2(措

た後、写真撮影、実測を行った。それに並行

じて調査区北東部のSK1555 2面の断ち割り 、掘り下げを行ったところ、埋土から漆紙が十数点出土

した。断ち割り 、掘り下げを行った後、写真撮影、実測を行った(7月13日---7月17日)。

S K1555 1面の出土遺物の取り上げをすると同時に 3面の断ち割り 、掘り下げ後、 写真撮影、実測

S K1555 3面の埋土からも漆紙が新たに数点出土 した(7月18日""8月5日)。を行った。

調査区西側から中央部にかけて、土居観察用ベルトを設定し、第4層褐色土層面で遺構精査を行つ

この下に第 5層賞褐色土層を確認した。調査区中央部で数た。第4層褐色土層は10cm""20cmと薄く、

S K1562を検出した。調査区西基の柱掘り方、調査区北西部でS1 1547とこれに重複する S1 1550、

S 1 1548を検出した。土側中央部のSD1552の平面実測終了後、第4層褐色土居を少しずつ除去し、

S 1 1550、S 11548、層観察用ベル卜の写真撮影、実測を行い、終了後これを除去した。S1 1547、

S K1562の検出状況の写真撮影を行った(7月18日---7月29日)。

S 1 1547南西部の埋土から非鉄製、漆仕上げの小S 1 1547の断ち害IJり、掘り下げを行ったところ、

S X1574や柱掘り方、 壁際でピット列を検出S X1573、札甲がまとまって出土し、床面でSX1572、

S 1 1547は竪穴状工房跡と考えられた。これらの断ち害IJり、掘り下げを行った後、写真撮影、実し、

S 1 1548の断ち割り 、掘り下げを行ったところ、壁直下とこの内側に周溝を検出した。測を行った。

内側の周溝が東壁南寄りに確認したカマドを切っていることが判明したことと、土層断面の観察から

S 1 1548とほぼ同じ位置で規模を縮小して建て替えられたと考えられる S1 1549を検出した。また、
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西壁直下とこの内側の周溝はS1 1548に伴うもので、更に内側の周溝はS11549に伴うものであるこ

とが判明した。S1 1548の床面で支柱穴、S1 1549の床面でSX1575、SX1576、SX1577を検出し、

S 1 1549は竪穴状工房跡と考えられた。これらの断ち割り 、姻り下げを行った後、写真撮影、実測を

行った。SK1562の断ち苫IJり、掘り下げを行った後、写真船影、実視11を行った(7月30日""9月4日)。

調査区中央部北東側で検出されていた SK1563、SK1564、SK1565の再精査を行い、断ち害IJり、

掘り下げを行った後、写真臓影と実現iを行った。SK1563の埋土からは漆紙と漆膜が付着した赤褐色

土器、風字硯が出土した(8月21日""9月3日)。

調査区中央部の SB 1532の周辺を再精査し、これと重復する SA1539を検出した。SB 1532とその

東側に検出された SA1538の断ち割り 、掘り下げを行った後、写n船影、実訊IJを行った。その後、

S A1539のwfrち河川 、掘り下げを行ったところ溝の底面に多数の小柱掘り万を検出し、SA1539は材

木列塀と考えられた。また、布堀り溝に重複が認められ、塀が二時期あった可能性があると考えられ

た。断ち苦IJり、掘り下げを行った後、写真撮影、実測を行った。調査区中央部で検出されたSA1536、

S A1540、SK1566、SK1567を再精査し、各遺構の断ち苫IJり、捕り下げを行った後、写真撮影、実

測を行った(8月26日""9月8日)。

調査区西側から中央部にかけて各遺構の完掘状況の写真撮影を行った(9月9日""9月10日)。

調査区内側から中央部にかけて平面実測を行うと同時に調査区東側のS1 1541、S1 1542の断ち割

り、掘り下げを行った。 S1 1541の埋土から漆紙が出土し、床面で周溝と各隅柱掘り方を検出した。

断ち古IJり、頻!り下げを行った後、写真撮影、実測を行った。S11542の埋土からも漆紙が出土した。

床面まで鍋り下げたところ、西壁直下に周溝、柱掘り方を検出した。また、ほぽ同じ位置にS11542 

よりも古く 、小脱税なS1 1543を検出した。S11542、S1 1543は束側及び南側が調査区外のため全

体プラソが把娠できないため、S11542の床面を検出した時点で掘り下げをやめ、S11542の残りの

部分と S1 1543の捌査は次年度行うこ とと した。SK1560についてはS11542、S1 1543よりも新し

いことを確認した。埋土上j習を掘り下げた時点で更に深くなることが判明し、南側の大部分が調査区

外であるため全体プラソが把握できないため、調査の統きは次年度に行うこととした。調査区東側の

S 1 1541北側の第 3陪褐色土居をを除去しながら遺構精査を行い、 SB 1534、SB 1535の西側柱列を

検出した。いずれも大部分が東側調査区外となるため、調査は次年度に行うこととした。各遺構の掘

り下げ、検出後、 平面実測を行い、S1 1541、S1 1542の完掘状況の写真撮影を行った(9月14日~

10月30日)。

調査区北東部のSK1559の断ち害IJり、掘り下げを行った。 SK1559は規模も大きく、深いため、今

次調査ではがE土上層の埋まり方を把握するところまで行い、続きの制査は次年度に行うこととした

(10月14日""10月30日)。

調査区中央部南側の S1 1545の再精査を行い、南西部でS1154“4床面直下に数基の小掘り方と土坑

を検出し、 Z及~

り、掘り下げ、写点雌影、実測を行った。終了後、S1 1545の断ち割り 、締り下げを行ったところ、

ほぽ同じ位置でS1 1545よりも古く 、小規模な S1 1546を検出し、床面で柱掘り方を数基検出した。

-10-



これらを断ち割り、掘り下げを行った後、写真撮影、土層断面実測、平面実測を行った。 S1 1546の

断ち割り、掘り下げを行ったところ、床面で周溝と柱掘り方、 土坑を検出し、東壁南寄りにカマドを

確認した。これらを断ち割り、掘り下げを行った後、写真撮影、 土層断面実測、 平面実測を行った。

終了後、床面を少しずつ除去していき、南東隅寄りに柱掘り方、南側に溝を検出し、断ち割り、掘り

下げを行った後、写真撮影、実測を行った(10月19日----10月30日)。

S X1578について断ち割り 、調査区北西部のS1 1550、調査亙中央部の検出されていた SD1554、

掘り下げを行った後、写真撮影、土居断面実測、平面実測を行った(10月20日----10月23日)。

調査区全域の遺構調査を終了した状況で全景写真撮影及び航空写真撮影を行った(11月4日----11月

6日)。

調査区西壁の写真撮影と土層断面実視1)を行い、また、調査区中央部の落ち込みの写真撮影、実測を

行った。それと同時に調査区西側から中央部にかけての主要遺構の埋め戻しを行った(11月19日)。

S 1 1546床面掘り下げ後の平面実測と調査区中央部の平面実測の補足調査を行い、調査を終了した

(11月11日)。

S 11547埋土出土の小札甲の取り上げ、搬出を行った(11月24日----11月30日)。

発掘調査機材の整備、清掃等を行い調査を終了した(12月9日)。

9月18日に文化庁記念物課坂井秀弥文化財調査官の現地指導を受けた。

10月10日に現地説明会を行い、270名の参加者を得た。

2 )検出遺構と出土遺物

。
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O
-
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S B 1531掘立柱建

東西棟の掘立柱建

第4層褐色土層面

物跡(第 6図、図

調査区北西部の

及び地山腐植土層

面で検出された。

梁間 l間(2.4m)、

桁行 3問(3.0m+

3.0m +3.0m)の

版8)

47mOO-B' 

B-
物跡である。建物

方位は梁聞が北で

約2度西に振れる。

S B 1531掘立柱建物跡第6図

- 11一
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第 7図 S B 1531掘立柱建物跡出土遺物

。
rコ 。

A-

B-

れているが、長径75cm........80cmx短径65cm........80cmの楕円形で、深

さ20cm........35cmで、ある。柱掘り方全てに抜き取りが入り 、柱痕跡

は認められない。SA1540と重複し、これより新しい。

S B 1531出土遺物(第 7図、図版38)

須恵器(1 ) :柱掘り方埋土出土の葦の破片である。へラ切り

後、天井部に軽いナデ調整を施す。口縁近くの天井部内面に判

読不能の墨書がある。

S B 1532掘立柱建物跡(第8図、図版9)

調査区中央部の第4層褐色土層面及び地山腐植土層面で検出

された。梁間 2間(3.0m+3.0m)、桁行4間(3.0m+3.0m + 

3.0m+3.0m)の東西棟の掘立柱建物跡である。建物方位は梁

聞が北で約 5度東に振れる。柱掘り方は67cm........l07cmx 80cm ........ 

1: tO O‘m 

第8図 S B 1532捕立柱建物跡

-12-
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120cmの方形及び長径80cm"'-'159cmx短径68cm"'-'92cmの楕円形で、深さ30cm"'-'8Ocmである。柱痕跡は直

径約20cmである。SA1539、SD1554と重複し、これらより新しし、。

S B 1532出土遺物(第 9図、図版38)

赤褐色土器(1 ) :柱掘り方抜き取り部分出土の糸切り無調整の杯である。
t ， ，':3， ， i 

第9図 S B 1532搬立柱建物跡

S B 1533掘立柱建物跡(第10図、図版10) 出土造物

調査区東部の第4層褐色土層面及び第 3層暗褐色土居を除去した遺物包含層面 ・地山腐植土層面で

検出された。梁間 3問(3.0m+3.0m +3.6m)で西側 2聞が身舎、東側 1聞が廟部分となり、桁行5

悶(2.7m +2. 7m +2.4m +2.7m +2.7m)で北から 3問自に間仕切りが認められる東廟南北棟の掘立

柱建物跡である。建物方位は桁行が北で約 2度西に振れる。柱掘り方は88cm"'-'125cm x 73cm"'-' 110cmの

方形及び長径60cm"'-'135cm x短径76cm"'-'108cmの楕円形で、深さ35cm"'-'60cmである。柱掘り方全てに抜

き取りが入るが、柱痕跡は直径約25cmで、ある。 SD1553、SK1559と重複し、これらより新しい。

S B 1533出土遺物(第11図、図版38)

赤褐色土器(1----3):1----3は柱掘り方抜き取り部分出土である。 1は糸切り無調整の皿である。

2・3は糸切り無調整の杯である。3は底部に「小Jの墨書がある。

S B 1534掘立柱建物跡(第3図、図版7)

調査区北東部の第 3層暗褐色土居を除去した遺物包含層面及び地山腐植土層面で西側柱列のみが検

出された。建物の東側は大部分が調査区外となるため、調査は次年度に行うこととした。現状では、

西側柱列の柱掘り方は4基検出されており、それぞれの柱間隔は3.0mと考えられる。平面で確認し

た限りでは SB 1535、S11541と重複し、SB 1535よりも新しく 、S1 1541よりも古い。

S B 1535掘立柱建物跡(第 3図、図版7)

調査区北東部の第 3層階褐色土層を除去した遺物包含層面及び地山腐植土層面で西側柱列のみが検

出された。建物東側大部分が調査区外となるため、調査は次年度に行うこととした。現状では、西側

柱列の柱掘り方は 4基検出されており、それぞれの柱間隔は1.8mと考えられる。平面で確認した限

りではSB 1534、S11541と重複し、これらより古い。

S A 1536柱列(第12図、 図版6)

調査区南部中央の地山飛砂層面で検出された。4基の掘り方よりなる東西方向の柱列で、全体に削

平により浅くなっている。方位はほぼ真東を向いている。柱間間隔は西より3.6m+2. 7m +3.6mで

ある。柱掘り方は直径40cm----60cmの円形で、深さは15cm----20cmと浅い。柱掘り方には抜き取りが入り、

柱痕跡は認められない。

-13-
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第12図 S A1536柱列

S A 1537柱列(第'l3図、図版11)

調査区東側の第 3層暗褐色土層面で検出された。4基の掘り方

よりなる南北方向の柱列で、全体に削平により浅くなっている。

方位は北で約 1度西に振れる。柱間間隔は2.4m+2.4m +2.4m 

である。柱掘り方は直径60cmの円形及び長径70cmx短径60cmの楕

円形で、深さは15cm----30cmと浅い。柱掘り方には抜き取りが入札

柱痕跡は認められない。
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節目図 S A1538柱列
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S A 1537出土遺物(第14図、図版38)

赤褐色土器(1 ) :柱掘り方埋土出土で

ある。糸切り無調整の小型血の底部で、

厚みを持ち、やや柱状を呈している。

S A 1538柱列(第15図、図版12)

調査区中央部の第4層褐色土層面及び

地山腐植土層面で検出された。削平と松

の木のため不明であるが、5基以上の掘

り方よりなる南北方向の柱列で、全体に

削平により浅くなっている。方位は北で

約 5度東に振れる。柱間間隔は北より

2.7m+2.7m+2.4m+2.7m+...である。

柱掘り方は長径1.2mx短径1.1mの楕円

形及び90cmx 80cmの方形で、深さ15cm----

25cmと浅い。確認できた柱掘り方では抜

き取りが入り 、柱痕跡は認められない。

相 S A 1539材木列塀跡(第16図、図版13)

調査区中央部の地山腐植土層面 ・地山

粘土層面で検出された。布掘り溝は幅
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品
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物 A

47m∞-A' 

相

1
3

?'"伺

S A1540材木列塀跡第17図

0.9m"-'1.2m、長さは南北方向に16.5m以上で、溝の底部に径

10cm前後の小さな柱痕跡が多数検出されたことから材木列塀と

なると考えられる。布掘り溝の方向は北で約2度東に振れる。

SB 布掘り溝の盛観状況から塀が2時期lあった可能性がある。

S S B 1532よりも古く 、S 11546と重複し、S 11545、1532、

S 11546よりも新しし、。11545、

S A 1540材木列塀跡(第17図、図版14)

調査区北西部の地山腐植土層面で検出された。削平により判

蕩家診 然、としないが、北辺部に径10cm前後の小さな柱痕跡が多数検出

されたことから材木列塀となる可能性がある。布掘り溝と考え

られる部分は幅1.9m前後、長さは東西方向に5.5m以上で、方

向は西側で西で約8度南に振れ、東側で西で約10度北に振れる。

これ

A-

物家協

S B 1531と重複し、S A1539と同一遺構の可能性がある。

より古い。

S I 1541竪穴住居跡(第18図、図版14)... 川健抽

調査区東部中央の第3層暗褐色土!日を除去した遺物包含層面S A1539材木ダIJ塀跡部16図

及び地山腐植土問面で検出された。平面形は東西5.5mX南北

6.0mの方形を呈し、西壁は北で約 1度西に振れる。カマドは検出されない。北辺は基礎撹乱により

壊されているため判然としないが、北辺以外に幅20cm"-'25cm、深さ1Ocm "-' 15cmの周溝が検出された。

S K1556と重複S B 1535、S B 1534、四隅と北壁直下には柱掴り方が伴う。住居壁高は20cmを計る。

S K1556よりも古い。

- 16-

S B 1535よりも新しく、S B 1534、し、
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S I 1541出土遺物(第四図、図版38・39)

いずれも埋土出土である。埋土下層より S11541漆紙l号 (25号文書)が出土している。

土師器(1) :糸切り無調整の杯である。内面底部から体部にかけて横方向のミガキ、外面口縁部に

横方向のミガキを施す。

3-----6 赤褐色土器(2-----8):2は糸切りで体部下端から下半にかけてケズリ調整を施す杯である。

6は底部に「厨」5は底部に「荒川 、3は体部内外面に漆が付着する。は糸切り無調整の杯である。

8は甑の耳部分と考えられる。

緑紬陶器(9):底部及び体部内外面に施糊され、糊は淡い緑色を呈する。削り出しの高台を持つ椀

-17-

7は小型懇である。の墨書がある。
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第19図 S 11541竪穴住居跡出土遺物

S I 1542竪穴住居跡(第20図、図版15)

Rミ手tyグ

3 (7 -264) 

⑧ 
"r-ーレ Jプ

1 :3 時同

調査区南東部の第 3層階褐色土層を除去した遺物包含層面で検出された。S1 1543とほぼ同じ位置

で建て替えられていることが確認された。平面形は東側、南側が調査区外のため不明であるが、現状

で東西5.1m以上×南北8.0m以上の方形を呈 し、商壁はほぼ真北を向いている。カマドは現状では検

出されない。西辺に幅25cm，.._，30cm、深さ14cmの周溝が検出された。北西隅及び西壁直下には柱掘り方

が伴う。住居壁高は30cmを計る。S1 1543、SK1560と重複し、 S11543よりも新しく、 SK1560よ

りも古い。

S I 1542出土遺物(第21図、図版39)

いずれも埋土出土である。

須恵器(1，.._， 3):1は糸切りで台周縁に撫で調整を施す台付皿である。2、3は糸切り無調整の停

である。

赤褐色土器(4，.._，7):4，.._， 7は糸切り無調整の杯である。7は底部に 「努jの墨書がある。

鉄製品(8) :鉄釘である。

S I 1543竪穴住居跡 (第20図、図版15)

調査区南東部のS1 1542床面より検出された。平面形は東側、南側が調査区外のため不明であるが、

現状で‘東西4.8m以上×南北8.0m以上の方形を呈し、西壁は現状でほぼ真北を向いている。カマドは

-18-
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第21図



現状では検出されない。北西隅には柱掘り方が伴う。 S11543、SK1560と重複し、これらより古い。

東側、南側が調査区外のため全体プランが判明しないため、調査は次年度行うこととした。

平一一一一→一一一一づf 'c一一一一」 グ S I 1543出土遺物(第22図、図版39)

℃二二二ゴ一一一フグ ¥ヤ一一-t二二コγ 赤褐色土器(1'""2):いずれも床面出

←一一 / 、 I " 土である。 1、2とも糸切り無調整の杯
1 (7 -279) 2 (7 -280) 

?! ・・!? ヤ である。

第22図 S 11543竪穴住居跡出土遺物

S I 1544竪穴状工房跡(第23図、図版15)

調査区中央部南側の第4層褐色土層面及び地山飛砂層面 ・地山腐植土層面で検出された。平面形は

削平により不明であるが、現状で‘東西9.0mx南北7.5m以上の方形を呈する。傾斜面を利用した竪穴

状の掘り込みと、北側を除く 3辺に不規則な掘立柱列を組み合わせた構造になっていると考えられる。

建物方位は東辺柱列が北で約2度西に振れる。西辺寄りにSX1569鍛冶炉跡、南東辺寄りにSX1570 

鍛冶炉跡を伴う。S11545、S11546と重複し、これらより新しい。

S I 1544出土遺物(第24図、図版39・40)

1、7、12は柱掘り方埋土出土、2、5、8、9、13は床面出土、3、4、6、7、10、11は埋土

出土である。

須恵器(l):糸切り無調整の杯である。

赤褐色土器(2'""6): 2、4は糸切り無調整の杯である。3は糸切りで体部下端にケズリ調整を施

す杯である。 5は糸切りで台周縁に撫で調整を施す台付杯である。6は杯類体部破片である。 3は底

部に「小支」、5は底部に 「厨」 、4、6は判読不能の墨書がある。

土製品(7):須恵器饗体部破片転用し、円盤状に打ち欠き加工した不明土製品である。

フイゴ羽口 (8・9): 8、9とも フイゴ羽口先端部であり基部は欠損している。

鉄製品(10'""13): 10'""12は鉄釘である。13は鉄鎖である。

S X 1569鍛冶炉跡(第25図、図版15)

調査区中央部南側の S11544西辺中央から南寄りの床面で検出された。炉跡と考えられる還元面の

部分は直径約45cmの円形を呈し、その中央部がくぽむ形となる。北側に1.4m離れた位置で焼土面が

検出された。炉跡と焼土面の周囲には炭化物面が、焼土面の北西側には明褐色粘土面が認められた。

全体に削平を受けており 、詳細な構造は不明である。

S X 1570鍛冶炉跡(第26図、 図版15)

調査区中央部南側の S11544南東隅寄りの床面で検出された。炉跡と考えられる還元面の部分は直

径約45cmの円形を量し、その中央がくぽむ形となり、北側にフイ ゴ羽口が設置されたと考えられるく

ぼみと南側に焼土面が確認された。北東側に20cm、西側に1.1m離れた位置で明褐色粘土面が検出さ
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れた。炉跡及び明褐色粘土面の周囲には炭化物面が認められる。全体に削平を受けており 、詳細な構

造は不明である。

S I 1545竪穴住居跡(第27図、図版16)

調査区中央部南側のS11544の床面を除去し、検出された。S1 1546とほぼ閉じ位置で建て替えら

れていることが確認された。平面形は東西6.4mX南北6.2mの方形を呈し、南壁は西で約 7度北に振

れる。カマドは検出されない。四隅寄りに柱掘り方が伴うが、配置は不規則である。住居壁高は10cm

---25cmを計る。SA1539、S1 1544、S1 1546と重複し、 SA1539、S11544よりも古く 、S1 1546 

よりも新しい。

S I 1545出土遺物(第28図、図版40)

須恵器(1) :埋土出土の蓋である。天井部はへラ切り後、撫で調整を施す。ボタソ状に近い擬宝珠

のつまみが付き、天井部内面は硯に転用されている。

S I 1546竪穴住居跡(第29・30図、図版16)

調査区中央部萌側のS11545の床面で検出された。平面形は東西5.7mx南北5.8mの方形を塁 し、

内
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粘土面

第25図 S X1569鍛冶炉跡

⑧ 

?1:30 1「

第26図 S X1570鍛冶炉跡

西壁は北で約11度東に振れる。カマドは削平され、遺

存状況は悪いが、東壁南寄りに土混じりの粘土で構築

されている。四辺に幅25cm.......30cm、深さ 7cm.......10cmの

周溝が検出された。四隅寄り及び中央部に柱掘り方、

北辺直下及び中央部に土坑を伴う。住居壁高は10cmを

計る。S1 1544、S1 1545、SA1539と重複し、これ

らより古い。

S I 1546出土遺物(第31図、図版40)

1、4、7は埋土出土、2、3、5、6は床面出土

である。

須恵器(1) :糸切り無調整の杯である。底部に判読不能の墨書がある。

土師器(2.......6): 2は非黒色処理の丸底の杯である。 外面体部上半から底部にかけて不定方向の手

持ちケズリ調整を施す。外面ロ縁部に横方向、内面底部には放射状の ミガキを施すも、内面はさらに

撫で調整を施しており 、ミガキは不明瞭である。 3.......6は聾である。3は外面体部上半から下端にか

けて縦方向、体部下端から底部にかけても不定方向のカキ目調整を施す。内面は体部上半から底部に

かけて横方向のカキ目調整を施す。口縁部は内外面とも撫で調整を施す。4は外面体部上半に縦方向

のケズリ調整、外面白縁部及び内面白縁部から体部上半にかけて撫で調整を施す。 5は外面体部上半

に縦方向のカキ自調整、口縁部に撫で調整を施す。内面は口縁部に横方向及び斜方向のカキ目調整を

施す。6は外面体部上半から下半にかけて縦方向、体部下端に横方向のカキ目調整を施す。内面は体

部に横方向のカキ目調整、底部には渦巻状に押圧痕が残る。外面底部は砂底状である。

石製品(7) :凝灰岩質の砥石である。4面を使用している。

内
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S I 1547竪穴状工房跡(第32図、図版17)

調査区西側の第4層褐色土層面及び地山

飛砂層面 ・地山腐植土層面で検出された。

平面形は東西1205mx南北700mの方形を

-fl 塁し、西壁は北で約 5度東に振れる。竪穴

状の掘り込みと梁間 1間(300m)、桁行 2

間(西から306m+3o9m)の掘立柱列を組み

合わせた構造になっている。南東隅寄りに

S X1572鍛冶炉跡、中央部南寄りに SX

-fl 1573鍛冶炉跡、西辺寄りにSX1574鍛冶炉

跡を伴う。S1 1550、SK1562と重複し、

これらより新しい。

S I 1547出土遺物(第33図、図版40・41)

5、8、11、15、16は柱掘り方埋土出土、

7、23は床面出土、1---4、6、9、10、12

---14、17---22は埋土出土。6、10は小札甲

と位置的に共伴して出土している。埋土下層から床面にかけて非鉄製有機質の小札甲が出土している。

1 : 30 

第30図 S 11546カマド

須恵器(1---7):1、3、5はへラ切り撫で調整の杯、2、4はへラ切り軽い撫で調整の杯である。

6はへラ切り無調整の杯である。3、4は底部に、5は体部に判読不能の墨書がある。7は小型短頚

壷である。

赤褐色土器(8 ---13) : 8は糸切りで体部下端にケズリ調整を施す杯である。9---12は糸切り無調整

の杯である。11は底部に「厨上J、12は底部に判読不能の墨書がある。13は口縁部内外面に撫で調整

を施す務上半部である。

フイゴ羽口(14):フイ ゴ羽口先端部であり基部は欠損している。

鉄製品(15---22): 15は紡錘車である。16は鉄釘である。17---21は鉄鎖であるが、完形のものはない。

22は用途不明の金具である。

石製品(23):花樹岩質の石を厚い円盤状に加工している。片面中央にくぼみが認められる。用途不

明であるが紡錘車の未製品の可能性も考えられる。

S X 1572鍛冶炉跡(第34図、図版18)

調査区西側の S11547南東隅寄りの床面で検出された。炉跡と考えられる還元面、焼土面の部分は

長径65cmx短径55cmの不整形を呈する。中央部に南北方向に 5cm程離して径10cm---15cmの礁が並べて

置かれ、礁の中間部が還元面となっている。この部分にフイゴ羽ロがさし込まれた可能性がある。炉

跡から北側にOo5mと1.2m離れた位置にも焼土面が検出された。

po 



S X 1573鍛冶炉跡(第35図、

図版18)

調査区西側のS1 1547中

央部南寄り、 SX1572西側

の床面で検出された。炉跡

と考えられる還元面、焼土

面の部分は撹乱基礎により

壊されているため不明であ

るが、現状で東西26cm以上

×南北35cmの楕円形を呈す

ると考えられ、還元面は南

東部の長径18cm以上×短径

15cmの楕円形を呈すると考

えられる。全体的に削平を

4 (7一298) 受けており、平坦となって

、一一斗
1 (7 -295) 
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第31図 S 11546竪穴住居跡出土遺物
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いる。北東側に35cm、南西

側に60cm離れた位置で焼土

面、西側に70cm離れた位置

で明褐色粘土面が検出され

た。

S X 1574鍛冶炉跡 (第36図、

図版18)

調査区西側のS1 1547西

辺寄り、 SX1573西側の床

面で検出された。長径95cm

×短径60cmの精円形の浅い

落ち込みがあり 、南西側が

更に一段落ち込んでいる。

中央に炉跡と考えられる、

長径25cmx短径20cmの楕円

形を呈する還元面とその外

周に幅10cm-----20cmの焼土面

が確認され、全体としては
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第35図 S X1573鍛冶炉跡

焼上面

《

U内。-n
u
'
E
E『
・

~~34図 S X1572鍛治炉跡

還元商

粘ヒ而
第36依IS X1574鍛冶炉跡

直径40cmの歪んだ円形を呈する。炉跡の北側に接して長径75cmx短径25cm-----45cmの不整形を呈する明

褐色粘土面が検出された。炉跡に15cmx 10cmの礁片が認められた。

S I 1548竪穴住居跡(第37・38図、図版18・19)

調査区南西部の第5層賞褐色土層面及び地山腐植土層面で検出された。平面形は東西7.9mX南北8.

Omの方形を呈し、東壁は北で約4度東に振れる。カマドは東壁南寄りに粘土で構築されており、 S

11549東側周溝により切られている。南辺を除く 三辺に幅30cm-----40cm、深さ15cm-----20cmの周溝と、西

壁から中央側に1.1mのところに外側の周溝よりも古い幅25cm-----30cm、深さ15cm-----20cmの南北方向の

溝が検出された。北東、北西、南東寄り及び中央部に柱掘り方が伴う。住居壁高は35cm-----40cmを計る。

S 1 1549、S1 1550、SD1551、SD1552と重複し、これらより古い。

S I 1548出土遺物(第39図、図版42)

土師器(1 ) :カマド内出土の聾下半部で、外面体部下半から下端にかけて縦方向のカキ目調整を施

-30一
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鉄製品(2): 4枚が重なっ

た小札で、いずれも札尻が

欠損していると考えられる。

上面の札は札幅2.0cm、長

さ7.4cm以上で、札頭は角

が丸味を滞びる方形である。

紙孔は 1列で第3誠孔まで

確認できる。綴孔は271Jで

第2綴孔まで確認できる。

下面の札は札幅1.6cm、長

さ7.4cm以上で、札頭は角ばった方形で

ある。上面タイプと比べ上部紙孔は 1孔

1> ⑧ 

46m80 C' 

出38凶 S 11548カマド

1 (7-325) 

し、底部には組いケズリ調

整を施す。内面は体部下半

に横万向及び斜方向のカキ

因調整を施し、底部には箆

状工具の押圧痕が認められ

C' る。

しか確認できない。

S I 1549竪穴状工房跡(第37図、図版18)

調査区南西部の第 5陪賀褐色土居間及

h び地山腐植土陪面で検出された。 S1 

室長 2 (7-326) 

I • 

第39凶 S 1 1548竪穴住居跡出土遺物 1548とほぼ同位位で規模を縮小して竪穴

状工房として建て替えられていると考えられる。平面形は東西5.4mx南北6.7mの方形を呈し、東墜

は北で約2度東に振れる。内辺に20cm"'-30cm、深さ10cm"'-15cmの周溝が検出された。周溝は北辺と南

北及び東辺の一部で 2条になっているのが確認された。中央部から北辺寄りにかけて SX1575・SX

1576・SX1577鍛冶炉跡を伴う。S1 1548、S01551、S01552と重被し、S1 1548よりも新しく、

S 01551、S01552よりも古い。

S I 1549出土遺物(第40図、図版42)

2は床面、 1、3"'-9は埋上の出土である。

須恵器(1"'-4):1はへラ切り擬で調整の杯である。2、3は台付杯である。2はへラ切り撫で調

整で、台周縁にも撫で調整を施し、外面体部に一条の沈線が巡る。 3はへラ切り織で調整で台周縁に

も撫で調整を施す。4は天井部へラ切り後、ケズリ調整を施す蓋で、擬宝珠のツマ ミがつく 。

瓦(5) : 格子目平瓦の破片である 。 凸面に格子日のタタキ痕が認められ、 p~面に布目が残る。

内

J
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2 (7 -328) 

4 (7 -330) 

5 (7-331) 
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7 (7 -333) 

「吋 8(7-334) 

第40図 S 11549竪穴状工房跡出土遺物

フイゴ羽口 (6):フイゴ羽口先端部で、基部は欠損している。

3 (7-329) 

6 (7-332) 

9 (7 -335) 

」 1:::::1 
‘回

鉄製品(7・8): 7は鉄鎌で先端部が欠損している。8は小札で下部が欠損している。札幅1.5cm、

長さ10.6cm以上で、札頭は上辺がやや丸味を滞びる方形である。繊孔は 1列で第3繊孔まで確認でき

る。綴孔は 2チIJで第2綴孔まで確認できる。

石製品(9) :凝灰岩製の提砥石である。上部に穿孔がある。4面を使用している。

S X 1575鍛冶炉跡(第41図、図版20)

調査区南西側のS11549中央北辺寄りの床面で検出された。長径2.05mx短径0.4m"'"'0.85mの不

整形の浅い落ち込みがあり 、中央と西側が更に一段落ち込んでいる。北東側に炉跡と考えられる長径

55cm x短径35cmの楕円形を呈する落ち込みが検出された。中央の長径35cmx短径25cmの精円形を呈す

る部分は還元面となっており、その南側は焼土面となっているのが認められた。外縁部と周辺に小ピッ

トが数基検出され、西側の小ピットは南北方向にー列となっている。

S X 1576鍛冶炉跡(第42図、図版20)

調査区南西側のS1 1549中央、 SX1575南東側の床面で検出された。炉跡は平面形が長径60cmx短

径35cmの歪んだ椅円形を塁する落ち込みで、中央部の長径35cmx短径30cmの楕円形を呈する部分は還

元面となっており 、その外周が焼土面となっているのが確認された。外縁部と周辺に小ピットが数基

- 33-
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第41図 S X1575鍛冶炉跡

⑧ 
検出され、北側の小ピッ

トは東西方向にー列となっ

ている。

s X 1577鍛冶炉跡(第43

図、図版20)

調査区南西側の S 1 

1549中央北辺寄り 、SX

1575東側、SX1576北東
A 

46m40 A' 側の床面で検出された。一
1m 

後蕩蕩多
長径2.1mx短径0.4m""

1.15mの不整形の浅い落

o 1 : 30 1「 ち込みがあり 、北側及び

中央南西側が更に一段落
第42図 S X1576鍛冶炉跡

ち込んでいる。中央落ち

⑧，~ )If- ~阻 山仰に阪初れる長径tlV 川 ~\\\ 30似短径伽の不整形を呈する落ち
O~ μf 則!吋r ~ 0 1 (， ~ -4~) 込みが検出された。中央の長径25cm x 

。¥ マででき 第44園長石扇短径20cmの楕円形を呈する部分は還元
"-< ~ブ 炉跡出土遺物
~ 面となっており 、北東側に小さい溝状

のくぼみが付く。還元面の外周には焼土面が確認された。炉跡

の北西側に25cm離れた位置から北側に三箇所焼土面が確認され

た。 外縁部と周辺に小ピッ卜が数基検出され、北西側の小ピッ

トは東西方向に一列となっている。

S X 1577出土遺物(第44図、図版51)

石製品(1) :炉内埋土出土である。凝灰岩製の提砥石である。

2面使用で、上部に 1孔を穿っている。

A 、、、

秀彦努~ く1'

巧物努蒙
01  : 301m  

第43図 S X1577鍛冶炉跡

S I 1550竪穴状遺構(第45図、図版21)

調査区西側中央部の S11547の床面及び地山腐植土層面で検

出された。平面形は削平と S11547の小礼申一括出土地点の下

になっているため不明であるが、現状で東西4.8mx南北3.1m

以上の方形を塁し、南壁は東で約 5度北に振れる。東辺寄りに柱掘り方が伴い、中央部付近と考えら

れるところで東西方向の溝が一条検出された。壁高は20cmを計る。S1 1548と重複し、これより新し

し、。
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S I 1550出土遺物

(自146図、図版42)

いずれも埋土出

上である。

土師器(1) :台

部分の欠損した大

型の台付境である。

外面白縁部から体

部上半にかけて横

万向のミガキ調整

を施し、内面はロ

縁部から体部にか

けて横方向のミガキ調整を施すが、底部付

近は磨滅により不明瞭である。底部に iXJ

の焼成前のへラ記号が認められるが、これ

を消すために強く撫でつけているため、切

り離しは不明である。

赤褐色土器(2):糸切りで体部下端にケ

ズリ調整を施す杯である。

S 01551溝跡(第47図、図版21)

調査区西側の第4}c;'i褐色上肘面で検出さ

れた。幅20cm"-' 35cm、深さ18cm、長さ1.9

m 以上の南北方向の稗跡である。全体に削

平により説くなっている。部の万向はほぼ

真北を向く 。 S1 1548、S1 1549、SO

1552と重複し、これらより新しし、。

⑧ 

S 1 1547 

小札巾集中出土地点

A 46mω 主

m
1
4』

a崎1 : 60 

第45図 S 11550怪火状遺構

¥:.::-Lノ
? 1:咽ヤ

第47図 S 01551滞跡

bぷ=:t:d
2 (7-337) 

抑46凶 S 11550竪穴状追附111I二遺物

S 01552溝跡(第48図、図版22)

調査区西側の第4府褐色上肘面で検出された。幅30cm"-'75cm、深さ 10cm"-'20cmで、東から2.5mの

ところで北西方向に7.4m、南西方向に4.3m以上のニ文に分かれている稗跡である。全体に削平によ

り説くなっており 、特に南西部の南辺は完全に削平されている。溝の方向は東側において東で約10度

|有に振れ、北西側において西で約18度北に振れ、南同制IJにおいて西で約 7度南に振れる。S1 1544、

S 11548、S11549、S01551と重渡し、S1 1544、S1 1548、S11549よりも新しく 、S01551よ

りも古い。
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S D1552出土遺物 (第49図、

松の木 ¥i 11 '( ) 
2は天井部へラ切り後、撫

で調整を施す葦であり、内
〉 ， ・ 寸 - 0， 、、 ー-"

Q; 面天井部を硯に転用してい

校
。

る。 1は底部に「官リ、，8 
〉

2は外面芙井部に「成」の、
lε O:J 、 。

10 。 什:1∞ 叩墨書がある。

第48図 S D1552n時跡

\二~
S D 1553溝跡(第4図、図版9)ー、調査区東側の地山腐植土層面 ・

2 (7 -339) 地山粘土層面で検出された。次年

第49図 S D1552締跡出土遺物

奪回・

度調査を行う SK1559との何らか

の関連性がある可能性があるため、

次年度調査を行うこととした。

S D 1554溝跡(第50図、図版9)

調査区中央部の地山腐植土層面で検出された。

ω \、ミ三~ 現……一さ幻M山1日巾伽…5臼M恥山……c叩小山……m卜刊刊ω ~サ切引20批0仇cm"'C'で 長財さ

身A 即削肝胴蜘一一l序附限m平引靴叩tにはとはよ り肘1…れ杭mて引一し

A一一A'a Z務 1 (7ー 制? 3! ?22m以上の南北方向の溝跡である。全体に削平

第51図 S D1554稗跡出土遺物 により浅くなっている。溝の方向は北で約 1度東

第50図 S D1554構跡 S D 1554出土遺物(第51図、図版43)

須恵器(1) :埋土出土のへラ切り軽い撫で調整の杯である。

S K 1555土坑(第52----54図、 図版23・24)

調査区北東部の SK1559上面で検出された土坑である。埋土は大きく分けて、最上層の第 l層、第

2層炭化物層、第3層炭化物層(漆紙出土層)、第4層炭化物層(漆紙出土層)となり、第2層最下層面、

第3層最下層面、第4層最下層面で検出された段階で平面形の形状、規模に変化がみられたため、そ

れぞれ 1面、 2面、 3面と区別することとした。 1面は長径6.7mX短径1.9m----4.6m、深さ35cmの

不整形を呈する。 2面は、 1面の西側が大きく 、深くな り、長径7.85mx短径1.9m----5.4m、上面か

-36ー
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第52図 S K1555土坑1面検出状況(第2層最下層面検出状況)
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@21号漆紙

@22号漆紙

⑬16号漆紙

⑪17号漆紙

⑬18号漆紙

⑬19号漆紙

@20号A.B漆紙 (16号・ 17号文書)

@11号漆紙

⑫12号漆紙。13号漆紙 (23号文書)

⑬14号漆紙

⑬15月・淡紙

@6号漆紙(18号文書)

①7号漆紙

@8号漆紙

@9号主義紙。10号機紙

① l号漆紙(19号・文書)

①2号淡紙 (20り文子時}

①3号漆紙

04号漆紙

⑤5号漆紙(4ザ文$)

S K1555上坑200.3面検出状況 (第3層段下層面i検出状況 ・第4閉絞下層面検出状況)

-38-

第53悶



図
田
富
盛
け明
録
刊
沼

2
V山

ω
函
守
的
総

国
糧
盗
笹
川明
ι
ミ
Y
以
廿
同
法

M
h
J
川的
的
的
円
以

ω

兵

♀ 

o 

‘∞
S
E
S
 

@
図
阻
溢
盛
刊
牛
士

Y
悶
w
R

・ぷ
判
的
凶
凶
H
V向

ω

、〈

g
gド
‘~ 

(盛
け「
}
@
図
周
密
盛
剖
ム
え

Y
図
録
訴
判
的
凶
2
u向

ω

、〈

g
g
h‘' 

<1 

∞l 

。。

<1 



らの深さが65cmの不整形を呈する。 3面は更に大きく、深くなり、 長径8.15mx短径4.5m"-'7.2m、

上面からの深さが95cmの不整形を呈する。SK1559と重複し、これより新しし、。

S K 1555出土遺物(第55"-'60図、図版43"-'48)

S K1555土坑の出土遺物は、埋土最上層にあたる第 1層、第2層炭化物層、第3層炭化物層(漆紙

出土層)、第4層炭化物層(漆紙出土層)に分けて報告する。

S K 1555第 1層出土遺物(第55図、図版43)
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第55図 S K1555土坑第 1陪出土遺物
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須恵器(1) :双耳鉢の耳部分と考えられる。

土師器(2----3): 2は台付の耳皿で、糸切りで台周縁に工具で撫で調整を施す。外面と内面白縁部

に横方向または斜方向のミガキ調整を施す。 3は小型の台付境で、内面と外面口縁部に横方向または

斜方向のミガキ調整を施す。

赤褐色土器(4----10):4----8は糸切り無調整の杯である。4は底部に iTJ、5は体部に「願」、

6は底部に「厨川 の墨書がある。7は底部に iXJの箆記号がある。8は内面に漆膜が付着してい

る。9は蓋の破片であり、外面口縁部付近に判読不能の墨書がある。10は平底の中型聾である。外面

体部上半から下半にかけて縦方向、下端に横方向のケズリ調整を施し、外面口縁部から体部上半にか

けてと内面全体に撫で調整を施す。

灰軸陶器(11):皿の口縁部破片である。口縁部から体部上半にかけて刷毛塗りで施糊されている。

~一審〆ク

建議ノ

ミヲ
、で医グ

12 (7 -368) 

，・3 慌.. 

2 (7-3開)

¥ 」グ〆

8 (7ーお4)

¥↓J7 

13 (7-369) 

第56図 S K1555土坑第2居炭化物用出土遺物
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土製品(12・13): 12は赤褐色土器杯の底部を転用し、 13は赤褐色土器台付杯の底部を転用した紡錘

車と考えられる。12は中央に 1孔、 13はー列に並ぶ形で 3孔穿孔されている。

鉄製品(14'"16) : 14、15とも万子で万身部が欠損している。15の茎部には一部柄と思われる木質の

遺存が認められる。16は札頭側と札尻側が欠損した小札である。

S K 1555第 2層炭化物層出土遺物(第56図、図版44)

土師器(1"'4・14): 1、2は台付皿である。ともに糸切りで台周縁に工具で撫で調整を施し、内

面は口縁部に横方向、体部から底部に交差状のミガキ調整を肱す。 3は小型の台村椀で、外面口縁部

と内面体部に横方向、内面底部に斜位の ミガキ調整を施す。また、体部に小さな穿孔がある。 4は糸

切り無調整の椀で、外商口縁部に横方向、内面は体部に横方向及び斜方向、底部に放射状のミガキ調

整を施す。14は長胴饗で体部上半から口縁部が欠損している。外面は体部上半に回転を利用し、木口

状工具で撫で調整を施し、体部下半に縦方向のケズリ調整を施す。内面は体部に棋で調整を施し、底

部に木口状工具で強い撫で付けを行う。外商底部は砂底状である。

赤褐色土器(5 '" 13) : 5は糸切り無調整の皿である。6'" 12は糸切り無調整の亦である。12は内面

に漆膜が付着している。13は平底の小型聾で、体部下半から下端にかけてケズリ調整を施す。

S K 1555第3層炭化物層出土遺物(第57図、図版25・26・44・45)

、三屡〆
3 (7-373) 

1 (7 -371) 

4 (7 -374) 

\二~
ぷ耳、、

7 (7 -377) 

8 (7-378) 

時己Cコ~ -

=-

-=昌一
1:3 ‘"・

10 (7 -380) 11 (7 -381) 

第57岡 S K1555土坑第 3用炭化物用出上遺物
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S K1555出上漆紙 I号.-...-19号の出土層である。また多数の漆付着土器片が出土している。

須恵器(1'-"'-2):1、2は糸切り無調整の杯である。2は底部に判読不能の墨書がある。

土師器(3・4) : 3、4は台付皿である。ともに糸切りで台周縁に工具で撫で調整を施し、内面は

口縁部に横方向、体部から底部に交差状のミガキ調整を施す。

赤褐色土器(5.-...-9):5は糸切り無調整の皿である。6は糸切り無調整の杯である。 7、8は糸切

りで台周縁に撫で調整を廠す台付杯である。 7は内面に漆膜が付着する。 9は葦で、内面天井部に判

読不能の墨書がある。

石製品(10):砂岩質の砥石である。 3面を使用している。

鉄製品(11):小札と考えられるが劣化が著しく孔の位置関係も不明確である。

S K 1555第4層炭化物層出土遺物(第58.-...-60図、図版25・26・45'-"'-48)

S K1555出土漆紙20号.-...-22号の出土層である。また、多数の漆付着土器片が出土している。

須恵器(1'-"'-11):1、4はへラ切り後、底部周縁に軽い撫で調整を施す杯である。 2、3.-...-7、9、

10はへラ切り後、撫で調整を施す杯である。8は底部から体部下端にケズリ調整を施すため切り離し

不明の杯である。8は内面に漆膜が付着する。9は底部に「厨J、10は底部に 「呈ヵ」の墨書がある。

11は脚付の硯であるが、欠損により形態は明確でない。

土師器(12'-"'-19): 12は台付の耳皿、13、14は台付皿、15.-...-17は台付境である。いずれも糸切りで台

周縁に工具で撫で調整を施す。12は耳部分の内外面に横方向、内面口縁部に横方向、体部から底部に

交差状の ミガキ調整を施す。13は外面と内面白縁部に横方向、内面体部に斜方向、底部に交差状のミ

ガキ調整を施す。14は外面口縁部と内面口縁部から体部にかけて横方向、底部に一定方向のミガキ調

整を施し、外面体部には判読不能の墨書がある。15は内面口縁部に横方向、体部に斜方向の ミガキ調

整を施す。16は外面ロ縁部から体部下半にかけて横方向、内面は口縁部から体部にかけて横方向、底

部は放射状のミガキ調整を施す。17は底部に 「土」の墨書がある。18は底部静止糸切りの小型聾であ

る。外面と内面口縁部から体部にかけて横方向、底部に交差状のミガキ調整を施す。19は脚付の硯で

あり、 全体に面取り後、ミガキ調整を施している。

赤褐色土器(20.-...-48): 20は糸切り無調整の耳皿である。21は糸切り無調整の皿である。22は糸切り

で台周縁に撫で調整を施す台付皿である。外面体部に fXJの刻書がある。23.-...-35は糸切り無調整の

杯である。36.-...-41は糸切り無調整の杯底部破片である。42は杯類体部破片である。34は底部に「木J、

35、38、40は底部に「厨」、37は底部に判読不能、39は底部に 「目」 、41は底部に「与j、42は体部

に「上」の墨書がある。43は糸切りで台周縁部及び底部に撫で調整を施す台付杯である。44.-...-46は蓋

である。44、45は天井部にケズリ調整を施すため切り離し不明、46は撫で調整を施すため切り離し不

明である。45、46とも外面天井部に判読不能の墨書がある。47は糸切り無調整の小型聾である。内面

白縁部と外面ロ縁部から体部にかけて漆が付着する。48は平底の懇で底部に丁寧な撫で調整を施すた

め切り離し不明である。口縁部から体部下半にかけてロクロ利用のカキ目調整、体部下端にケズリ調

整を施す。

灰紬陶器(49・50): 49は三足盤である。内面口縁部から底部まで刷毛塗りにより施粕している。50

-43-
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は台付椀で、内面に施糊しているが施糊方法は不明である。

瓦(51):凹面に墨書がある平瓦である。内容は習書で、 「ー故故念法弘 ・法月月月 F・念念 ・進上物

事下色野」が各々重複している。

増(52):半分以上が欠損した崎である。

鉄製品(53):万身及び茎が欠損した万子である。

S K 1556土坑(第61図、図版

27) 

調査区東側中央部の第 3層

階褐色土!習を除去した、 S1 

1541上面で検出された。長径

5.2m X短径2.6m---3.1m、

深さ45cmの歪んだ精円形の土

坑である。S11541と重複し、

これより新しい。

S K 1556出土遺物(第62・63

図、図版27・49・50) ) ? 
すべて埋土出土である。埋/15

土最下層面から漆紙 1号(24

号文書)が出土している。

須恵器(l):糸切りで台周

縁に撫で調整を施す台付杯で

ある。底部に判読不能の墨書

がある。

I C刀

A 

A 

IIl:I 

47m20 A' 

'個 含曹

第61図 S K1556土抗

土師器(2・3): 2は底部糸切り無調整の小型椀である。外面白縁部と内面ロ縁部から体部にかけ

て横方向、底部に交差状のミガキ調整を施している。底部に iXJの箆記号がある。 3は糸切りで体

部下端にケズリ調整を施す境である。外面口縁部と内面口縁部に横方向のミガキ調整を胞すが、磨滅

により不明瞭である。

赤褐色土器(4"-'18):4、5は糸切り無調整の皿である。 6'""11は糸切り無調整の杯である。12---

13は糸切り無調整の杯底部である。 9は底部に 「丈」、10、11、12は底部に「厨J、13は底部に判読

不能の墨書がある。14はツマ ミなしの蓋で、天井部糸切り後、ケズリ調整を施す。15はリング状のツ

マミのつく蓋で、天井部へラ切り後、ケズリ調整を施す。外面天井部に「畑Jの墨書がある。16は鍋

である。外面体部下半から底部にかけて不定方向の手持ちケズリ調整を施し、外面ロ縁部から体部上

半及び内面口縁部から底部にかけて撫で調整を施す。17、18は脚付鍋の脚部である。

緑紬陶器(19):削り出しの蛇ノ目高台を持つ小型椀である。体部外面にケズリ調整を施す。内外面

勺
'

a
q
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ミ昌三グ
19 (7 -453) 

20 (7 -454) 

守ぞ
21 (7 -455) 

1:3 貨同

第63図 S K1556土抗出土遺物②

及び底部に施糊がなされ、粕は色調にむらがあり緑色及び黄緑色を呈する。

灰紬陶器(20"-'22): 20、21は段皿で、ともに内面口縁部から底部にかけて刷毛塗りにより施糊され

ている。20は底部外面に、 21は底部内外面に焼成時のトチンの痕跡が認められる。22は椀口縁部から

体部の破片である。内面に刷毛塗りで施紬されている。

S K 1557土坑(第64図、図版28) ミ主厚グ
-1¥. ' 1 (7 -457) 

調査区北東部の地山腐植土層面及びSK1559 1¥.-

上面で検出された。長径60cmx短径40cm、深さ 1¥.-

20cmの楕円形の土坑である。SK1559と重複し、

これより新しい。
九 三ヰ〆

S K 1557出土遺物(第65図、図版50)

赤褐色土器(1，，-， 3):いずれも埋土出土であ 第64図 SK1557土坑

る。 1は糸切り無調整の皿である。2は糸切りで台周縁に工具で

撫で調整を施す台付皿である。 3は糸切り無調整の杯である。

S K 1558土坑(第66図)

調査区北東部の SK1559上面で検出された。長径2.45mx短径0.5m

から1.05m、深さ10cmの不整形の土坑である。

S K 1559土坑(第4図、図版7)

調査区北東部の地山腐植土層面及びSK1556の底面を掘り下げて検出

された大型の土坑である。SK1556の底面よりも更に 1m以上掘られて

いると考えられる。調査期間の関係により、調査は次年度に行うことと

した。SB 1533、SK1555、SK1557、SK1558と重複し、これらより

古い。

S K 1560土坑(第 3図、図版28)

T -4臼)

ム
/ 

ム
/ 

ぷ ?1;帥 '「

第66図 S K1558土坑

調査区南東部の第3層暗褐色土層を除去して検出された土坑である。南側大部分が調査区外であり、
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⑤ 

出67以j S K 1561 j，.tA 

全体プランが不明であるため、調査は次年度行う

こととした。S1 1542、S1 1543と重複し、これ

らより新しい。

A
S
s
e
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8-

S K 1561土坑(第67図、図版28)

調責区北東部の地山腐植上層面で検出された。

|在任3.25mX短径0.6m---1.9m、深さ40cmの不整

形の十:坑で・ある。

S K 1561出土遺物(第68凶、図版50)

赤褐色土器(1・2):し、ずれも埋土出土である。 1は糸

切り無湖殺の旧lである。 2は糸切り無調整の杯底部破片で、

底部に 「与Jの墨書がある。

S K 1562土坑(第69凶、図版29)

訊，Jttt r;.<-. il_g {JtIJの地山腐値上層l面で‘検出された。長径1.6m

×短任0.9m、保さ25cmの惰円形の t坑である。 S1 1547 

と京悔し、これより，!i'~、 。

¥ミ土ググY 勺7 i7461)

;(イ:ぺ

/ム

⑧ 
i込

8_  

46m80_B， 

1 : 30 m
i
l
l
 

-

?f~69凶 S K1562・SK15671:坑

C:J 

匂，¥

A 

SK1564 _ 
-

A I ""' ) c:; n 1 ・ 1'--ーノ
… 

S K 1563土坑(第70凶、閃版29)

調査区北東部の地山腐柏(1::層面で検出された。長保1.9

mX矩径0.35m.........0.95m、深さ25cm--..60cmの不整形の 1:坑 第70凶 SK 1563・SK1564. S K1565 1'，坑
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である。

S K 1563出土遺物(第

71図、図版50・51)

いずれも埋土出土で

ある。

赤褐色土器(1・2): 

1は糸切り無調整の皿

で、内面に漆膜が付着

する。 2は台付皿であ

る。糸切りで台周縁に

工具で撫で調整を施す。

須恵器(3):脚付の

風字硯である。底部下

面は細かい不定方向の

手持ちケズりにより整

形されており、側面も

手持ちケズりにより面取りされている。上面もケズリ整形が施されたと

1 (7 -462) 

3 (7 -464) 

¥壬矛グ
2 (7 -463) 

1 :3 ... ・

考えられるが、使用により明確でない。上面には使用時の鑑痕が残る。

第71図 S K1563上坑出土遺物

S K 1564土坑(第70図、図版29)

調査区北東部の地山腐植土層面で検出された。長径90cmx短径45cm----

60cm、深さ25cm、長径55cmx短径25cm----40cm、深さ20cmの2基の不整形

の小土坑からなる土坑である。

S K 1565土坑(第70図、図版29)

調査区北東部の地山腐植土層面で検出された。長径40cmx短径35cmの

楕円形の土坑である。

A 

A 
46m80A' 

1 : 30 m
i
l
l
 

第72闘 S K1566土坑

S K 1566土坑(第72図、図版29)

調査区西側の地山腐植土層面で検出された。径65cm、深さ25cmの隅丸方形の土坑である。

S K 1567土坑(第69図、図版29)

調査区西側の地山腐植土層面で検出された。東西90cm----105cm x南北80cm----105cm、深さ25cmの不整

形の土坑である。北辺直下及び西辺直下に小掘り方を伴う。
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S X 1568鍛冶炉跡(第

調査区中央部北西側

辺が削平されている長

径93cmx短径65cmの精

の第4層褐色土層面で

検出された。北辺と南

73図、図版30)Lとこ

還元面

⑧ 

円形の浅い落ち込みが

あり 、その中央から西

1m 

S X1571鍛冶炉跡

1 : 30 

m
il
l
 

-
焼土面

側縁外にかけて炉跡と
第74図

1 : 30 

推定される酸化 ・燈色S X1568鍛冶炉跡第73図

化した部分が検出された。長径74cmx短径40cm---67cmの不整形を呈するが、削られて凹凸がなくなっ

ていた。周囲からは鍛造剥片が確認され、鍛治炉跡と考えられる。

S X1571鍛冶炉跡(第74図、図版30)

調査区中央部の第4層褐色土層面で検出された。長径35cmx短径30cmの楕円形の範囲に還元面、そ

の外周に幅 5cm---10cmの焼土商が確認された。全体としては長径60cmx短径45cmの惰円形を塁し、そ

の中央がくぽむ形となっている。

⑧ 
S X 1578土坑状遺構(第75図、図版30)

調査区中央部の第4層褐色土層面及
B' 

び地山腐植土層面で検出された。平面

形は東西85cm---100cm x南北95cm---105

cmの偶丸方形を呈する。確認面から埋

。
/);. 

B 

令
B
S
l
つ

〉

令

g
s
l
〉
、

土を10cm程掘り下げたところで¥中央

に長径60cmx短径55cm、深さ10cmの楕/);. /0 

47mOO_B' 

B-
円形を呈する浅い落ち込みが検出され、

丸底のものが埋設されていた可能性がm
li
』

1 : 30 

ある。埋土はグライ化した灰貰褐色土

ヨ ョノーれる
1 (7 -465) 

ヤ

S X 1578土坑状遺構出土遺物

が主体となっている。また四隅には直

径15cm前後、深さ10cm---20cmの円形の

小柱掘り方が検出され、何らかの上屋構造を支える柱が立てられてい

S X1578土坑状遺構第75図

S X 1578出土遺物(第76図、図版51)

赤褐色土器(1 ) :埋土出土である。糸切り無調整の杯である。
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3)基本序層及び各層出土遺物

基本層序(第5図)

第72次調査では調査区の東西で層堆積の状況が異なっているが、調査区全体として堆積時期の変遷

をもとに基本層序として位置付けると以下のようになる。

第 1層 表土 ・造成土 :現表土と小学校造成時の造成土。

第 2層 i日耕作土 :小学校造成以前の畑地耕作土。

第 3層 暗褐色土居:調査区東側に堆積する。今次調査区では最上層の古代の遺物包含居。

第4層 褐色土居 :調査区西側から中央にかけて堆積する。古代の遺物包含居。堆積時期により細

分される可能性がある。

第5層 賀褐色土居 :調査区西側lから中央の一部にかけて堆積する。出羽柵造営前の縄文時代の遺

物包含居。

地山粘土層・地山飛砂層:調査区西側の一部は飛砂層が地山になり 、それ以外は基盤粘土層が地山

となっている。

各層出土遺物

O表土 ・表採・旧耕作土出土遺物(第77図、図版51)

須恵器(1) :口縁が欠損している蓋である。天井部静止糸切り後、ケズリ調整を施す。天井部内面

を転用硯として使用している。

赤褐色土器(2-----4):2、3は糸切り無調整の杯底部破片である。2、3は底部に 「厨」の墨書が

ある。4は杯類の体部破片で、 「今」の墨書がある。5は甑の耳部分と考えられる。

灰紬陶器(6):段皿口縁部の破片である。内面に刷毛塗りで施糊してある。

銭貨(7・8): 7、8とも究永通宝(初鋳年1636)である。

弓

ipo 
aaτ J

 1 (7 -466) 
¥ Lペグ

民JZ-4的
三?っ

⑮-@ 

窃-(@j
-0 

竜三~~ ( ~ 

1:3 %回

。 1:2 ，. 
2 I I I I I 

第77図 表土 ・表採 ・旧耕作土出土造物
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¥一巳.， ~二二ヰ__/1 0第3層出土遺物(第78図、図版52)

) 、ぞ--平二ニラ/ 須恵器(1) : ;糸切り無調整の杯である。

一一万 2 (7 -475) 赤褐色土器(2・3): 2は糸切り無調整の杯で
β九 (7-477) 

¥ーと-J ~グ ?・ 1:3 ャ ある。 3は糸切り無調整の械部である。

第78図 第3陪暗褐色土層出土遺物

第79図 第4陪褐色土問出土遺物

1 (7 -480) 

灰紬陶器(4):椀口縁部破片である。昂1]毛塗り

により内面に施紬されている。

0第4層出土遺物 (第79図、図版52)

2 (7 -479) 赤褐色土器(1・2): 1は回転糸切

2 (7 -481) 

‘・3 的帽

る。

り無調整の杯である。 2は糸切りで体

部下半にケズリ調整を施す小型鉢であ

0第 5層出土遺物(第80図、図版52)

弥生土器(1) :浅鉢形土器のロ縁部破片

第80図第5間賞褐色土陪出土遺物 ー←←一一 で、地文はRL単節斜縄文(縦位回転)であ

る。口縁部内面に一条の沈線が廻る。

縄文土器(2) :深鉢形土器の体部破片で、地文はLR単節斜縄文(横位回転)である。

ζざ担よろい

4) S I 1547出土の小札甲について(第81----第90図、図版31----35) 
よろい

O出土位置及び出土状況と甲の概要

調査区西側の S11547竪穴状工房跡の埋土下層から床面にかけて、 甲(よろい)を構成する部品であ

る、非鉄製有機質の小札が多量に出土した。位置的には、 S1 1547竪穴状工房跡南西部の埋土下層か

ら床面にかけてそのほとんどが集中して出土しており 、その他少盆(2段分)がそれより離れた中央付

近床面から出土 している。

小札のほとんどが集中する S1 1547竪穴状工房跡南西部では、小札は竪穴南辺から007m ----208m北

側に離れた位置に東西約205m、南北約2.0mの範囲で検出されている。
きねいた よこ白い

小札甲は小札一枚一枚が、横方向に重ねられながら連結された(綴られた)甲のパーツ(札板 ・横縫

の板)ごとに折り重なるように検出されている。本来はその一段一段のパーツが更に紐で縦方向に何
おど

段も重ねられ(滅され)、小札甲を構成していたと考えられる。また、繊紐は腐食によるものか全く検

出きれない。

各段が上下であまりまとまりが無く、パラっきのある状況で出土していることから、縦方向の連結
おど

(繊し)については、廃棄時にすでにある程度解けていた可能性がある。

また、北西側に特に段の重なりが多く集中して検出されることから、南辺側から北西側に向けて投

棄された可能性がある。北東側部分では炭化物を伴って検出されている。
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検出状況から、 S11547南西側出土の小札甲は、竪穴状工房がその機能を停止し廃絶した後、時期

差を置かず、その落ち込みに埋土とともにまとめて廃棄されたものと考えられる。S1 1547中央付近

出土の小札甲部分は、床面出土であることから、工房の廃絶直後に廃棄された可能性と、工房廃絶時

直前までそこに存在もしくは遺棄されていた可能性も考えられる。前者と後者の関係は位置的にやや

離れており明確でない。

小札の枚数は、重接して確認できないものや腐食して確認できないもの、撹乱を受けたものを除き、

S 1 1547南西側集中部で740枚以上が確認されている。 w延菩式』兵庫寮の甲製作工程の規定に「桂

申ー領。札八百枚。(以下略)Jとあることや失われたり確認できないものなどを考慮、した場合、今回

出土の小札甲も甲 l領分以上あるものと判断される。

小札は一枚一枚漆塗りで仕上げられてから、横方向に 2枚重ねで綴られて札板 ・横縫の板を形づく
めりごめ

り、その後一段分ごとにさらに漆で固められている。いわゆる塗能札と判断される。表面の最終仕上

げの漆色調については黒色とl暗赤褐色の 2タイプがある。

小札本体の材質については非鉄製の有機質であることは確認されるが、有機質の何であるかは分析

検討を継続中である。
二l..~ね

小礼申は後述の各段の観察などに基づいた場合、現状では胴体部が中心となっている。腰札以外に

は特殊な小札はなし、。また、他に付属具に関係する部分は確認されないことから、現状では甲(よろ

い)の形態で「桂甲」タイプとなる可能性がある。確認される各段の長さについては、胴部の一段

(札板)と考えられるもので、約44.5cmが最も長く、腰札一段の長さも約44.5cmで、ある。後述の現状

観察による一段の長さや一段が塗寵札でかつ直線的な状況を考慮した場合、出土した小札甲は両当式

となる可能性がある。
ζざおよろい

O小札甲の観察について(表 1-----3・第82-----88図)

検出された小札甲全体について、横方向に連続して綴られた 「一段J(札板 ・横縫の板)として把

握される部分ごとに観察を行ったものが、表 1-----3の小札甲観察表である。観察表は大きく、段を構

成する小札自体についてと段全体の状況についてとに分けられる。各段の通し番号は小礼申拡大図①

~⑤の番号に対応する。小札甲は本体が腐食し、漆膜を主体とする状況で検出されており、遺物自体

極めて軟質で、破損や土圧によりつぶれるなどして形態等が不明瞭な部分も多い。可能な範囲で観察

を行ったが、若干の不正確さが生じている可能性も附記するものである。

各観察項目の詳細な解説は以下のとおりである(第81図、凡例参照)。
さねはば さねがしち さね島L

札幅については小札の横幅、長さについては札頭から札足端部までの長さを示す。欠損しているも

のについては I-----Jと表示した。

札頭 ・札足形態については、方形 ・円形 ・隅切り形の 3タイプを示した。欠損により不明なものは

「不明」と示した。方形については角ばった真四角ではなく 、短辺が極めてゆるやかな円形を呈する

ように観察されるものが多い。
とじあな したがらみ島な

確認できる繊孔及び綴孔と下揚孔については、各々確認できるものを IOJ、孔内に紐の痕跡のよ

うなものが認められるものは I{Q)J、孔部分が破損してつながったり、つぶれたりしてやや不明確な
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札頭 札耳目!悶 l紙孔

第u威孔

日m 2誠孔
。 第 1緩孔

第 3紙孔
。 第 2細長孔 第 2紙孔

長 第 1綴孔
第 l綴孔

さ
@ @ 第 2綴孔

第 l綴孔

綴紐痕跡

札頭

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

n-~-第 2紛L 第3綴孔 8 
。 第3紙孔

ーー" ーー・

。。。。。 ojー下鰯孔 。
¥ 札足

。下街孔

札幅
札足

1トト 第 3綴孔

。。。。
。。。。

札足

。 1: 2 匂m
(例)綴'ift:ね右方向

第82図小札闘係凡例図

ものについては i~ J 、不明なものについては í-J で表示した。

誠孔と綴孔の判別については、特に綴孔の観察状況を基にした。綴孔部分は綴重ね後、段として仕

上げる段階に綴紐上から漆で塗り固めるため、綴の 2孔上にまたがる形で縦方向の漆膜の盛り上がり

が確認されるものがある。綴紐はほとんど腐食している。また、反対側の面では綴孔から綴孔へ斜行

状に綴紐の痕跡が確認されるものもある。綴孔については連結時強く固定されるため中間部のみが欠

損し、2孔がつながる形で検出されるものが多い。一方、紙孔については、漆での塗り固めがなく 、

繍紐も腐食しているため、各々の孔が漆におおわれずに単独で明確に確認されることとなる。下鰯孔

については段として仕上げる際に斜行状に札足をからんで連結され、漆で塗り固められた痕跡を示す

ものがある。また、札頭側の繊孔及び綴孔との位置関係で把握されるものもある。第 1""'"第3繊孔及

び第 1""'"第3綴孔、下揚孔の各々の孔の札上における呼称と位置関係については第81図凡例に示した。

段(札板)の長さと枚数については、欠損により完全な形で遺存しているものは少ないと判断された

ため、現状での長さ及び確認できる枚数を示した。中間部分の小札が失われているものもあるため、

必ずしも長さと枚数は一致しない。

札頭の方位については、不明確なものは( )で表示した。

綴重ねの方向(横縫の方向)については、 「面」の項のa面を基準とした場合の方向を示しており 、

b面と判断したものについては表面上の方向に対し逆転して示 しである。

面については、①観察面の綴孔2孔に縦方向に漆を上塗りし仕上げた盛り上がりの痕跡があるもの、

②観察面の綴孔に縦方向の漆膜の盛り上がりがなく 、2孔が明確に分かれているもの、①観察面の綴

孔部分に斜行状の綴痕跡があるものの 3点を基準に、①が確認できるものを a面、② ・③が確認でき

るものを b面とした。また、不明確だが可能性が高いものを( )で表示した。

漆色調については、表面の仕上げ漆の色調が黒色を呈するものと暗赤褐色を呈するものと 2タイプ
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小札甲観察表 l

札 段

番号
札 幅 長 さ

札頭 ・札足形態
形態 確認できる綴孔確認できる綴孔 繊綴技 法 長さ

枚数
札 頭 綴重ね

商 漆色調
(cm) (cm) 分類 第1第2第3第1第2第3

下揚孔
孔配列分頬 (cm) 方位 方向

1 3.0 10.5 方形 ・方形 11 一。。。 (A) 6.5 ( 3) 東 右 不明 黒色漆

2 3.0 10.5 方形 ・方形 11 。。。。。一 。 A 9.0 ( 7) 南西 右 b 黒色漆

3 3.5 9.9 方形 ・方形 I 。。。。。 。 A 44.5 29 南西 左 b 黒色漆

4 3.4 10.2 方形 ・方形 I 。。。。 (A) 13.5 ( 8) 南西 左 不明 黒色漆

5 3.4 9.4"'" 方形 ・方形 I 。。一 一 (A) 25.0 (15) 南東 左 不明 黒色漆

6 3.5 9.9 方形 ・不明 。 不明 12.5 ( 7) ~t 左 不明 黒色漆

7 3.4 8.4"'" 方形 ・不明 。。。。 (A) 7.0 ( 4) 南 左 不明 暗赤褐色漆

8 3.5 8.6"'" 不明 ・不明 。。 (A) 10.5 ( 7) (南東) 左 不明 暗赤褐色漆

9 3.5 色。 4.5"'" 不明 ・不明 不明 10.0 ( 6) (南東) 左 不明 暗赤褐色捺

10 (2.8) 10.5 方形 ・方形 II 。。。一 一 。 (A) 14.5 ( 9) 南西 右 ( a) 黒色漆

11 3.4 10.0 方形 ・方形 。。。。。 。 A 25.3 (16) 北東 左 a 黒色漆

12 2.8 9.0"'" 不明 ・方形 11 一 d d d 。 。 (A) 26.5 (22) 西 右 ( a) 黒色漆

13 3.5 10.2 方形 ・方形 I d d A a 。 。 (A) 30.7 (15) 南 左 a 階赤褐色漆

14 3.4 9.5"'" 方形 ・不明 。。。。。 A 17.4 ( 9) 南 左 ( a ) l暗赤褐色漆

15 3.4 10.0 方形 ・方形 企 d A d 。一 。 不明 8.0 ( 2) 南東 不明 不明 黒色漆

16 3.5 8.8"'" 不明 ・不明 I 。。。 A 14.0 ( 9) 北西 右 不明 暗赤褐色漆

17 3.5 6.3"'" 方形 ・不明 I d d d d 不明 8.9 ( 5) 北西 左 不明 l暗赤褐色漆

18 3.5 15.5 隅切り ・隅切り W 。。。。。。。 D 45.5 (23) 北西 左 ( a ) 暗赤褐色漆

19 3.5 10.0 方形 ・方形 。。。。。 。 A 29.0 (16) 北西 左 a 陪赤褐色漆

20 3.4 9.0"'" 方形 ・方形 I 。。。。。 。 A 22.0 (13) 北西 左 ( a ) 暗赤褐色漆

21 3.3 9.8"'" 不明 ・方形 I A d d 一 。 不明 12.0 ( 7) 南東 左 ( a ) 黒色漆



小札観察表 2

札 段

番号
札幌 長さ

札頭・札足形態
形態 確認できる繊孔確認できる綴孔 紙綴技法 長さ

枚数
札頭 綴重ね

漆色調
(cm) (cm) 分類 第1第2第3第1第2第3

下揚孔
孔配列分類 (cm) 方 位 方 向

面

22 3.0 10.5 方形 ・方形 II 。。。。。。 B 15.0 (10) 北東 左 b 黒色漆

23 3.0・3.3 10.1---- 不明 ・方形 1・II 。 一 。 (A) 13.6 ( 5) 北東 左 ( b ) 黒色漆

24 3.5 9.8 方形 ・方形 。。。。。 。 A 18.3 ( 9) 西 左 ・右 a 黒色漆

25 3.0 10.3 方形 ・方形 11 。。。。。 。 (A) 17.2 (12) 西 左 ・右 b 黒色漆

26 3.0 10.0---- 方形 ・不明 11 。。。。 A 9.2 ( 6) 西 左 b 黒色漆

'&7 2.9 10.5 方形 ・方形 IJ f:l f:l f:l f:l 。一 一 不明 8.5 ( 6) 南東 左 a 暗赤褐色漆

28 3.1 10.3 方形 ・方形 11 f:l A A A 。 不明 8.0 ( 5) 南西 右 (a) 黒色漆

29 2.7 7.5---- 方形 ・不明 11 f:l f:l f:l A 不明 16.8 (11) 北東 右 (a) 黒色漆

g 
30 3.4 9.5---- 方形 ・不明 f:l f:l f:l f:l 。一 一 不明 21.8 (13) 北東 左 (a) 暗赤褐色漆

31 3.4 9.2---- 方形 ・不明 。。。。。 A ( 1) 北西 (a) 暗赤褐色漆

32 2.7 8.8 方形 ・不明 11 f:l A f:l A 不明 16.8 (13) 東 右 ( a) 暗赤褐色漆

33 3.0 5.3---- 方形 ・不明 IJ f:l f:l f:l f:l 不明 7.6 ( 4) ~t 右 (a) 黒色漆

34 2.7 8.6---- 不明 ・不明 11 不明 10.4 ( 8) 不明 不明 不明 黒色漆

35 3.0・3.5 9.2---- 方形 ・方形 1 • II 。。。。。一 。 A 24.8 (15) 南 右 ( a ) 黒色漆

36 3.0 9.8 方形 ・方形 11 。。。。。 。 (A) 38.0 (24) 北東 右 ( a ) 黒色漆

37 3.0 9.0---- 方形 ・不明 II f:l 企 企 f:l 。 不明 12.0 ( 4) 北西 不明 不明 黒色漆

38 2.8 9.9 方形 ・方形 IJ 。。。。。 。 A 16.3 13 南西 左 b 黒色漆

39 3.5 9.9 方形・ 方形 I 。。。C 。 。 A 13.0 5 北東 右 a 黒色漆

40 4.0 10.0 方形 ・方形 rn 。C 。一 一 (A) 7.6 4 南 左 ( a ) 黒色漆

41 3.4 6.9---- 不明 ・不明 不明 10.4 6 不明 不明 ( a ) 黒色漆

42 3.4 10.0 ノら・形 ・方形 I 。。。 。 A 37.4 (22) 南西 右 a (黒色漆)



。、
炉ー

番 号

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

札 幅

(cm) 

3.6 

3.0 

3.5 

3.5 

3.9 

3.4 

3.5 

3.5 

3.7 

3.0 

3.6 

3.1 

3.0 

3.5 

3.0 

3.6 

3.6 

2.7 

3.2 

3.5 

3.0 

長 さ
札頭 ・札足形態

(cm) 

10.3 方形 ・方形

10.6----- 不明 ・不明

9.8 方形 ・方形

8.5----- 不明 ・方形

9.8----- 不明 ・不明

7.9----- 不明 ・不明

10.0 方形 ・方形

9.2----- 不明 ・方形

10.0----- 不明 ・方形

6.7----- 不明 ・方形

9.5----- 不明 ・方形

7.4----- 円形 ・不明

7.8----- 不明 ・不明

10.1 方形 ・方形

10.0 方形・円形

10.0----- 方形 ・不明

9.8----- 方形 ・不明

10.3----- 方形 ・方形

10.3 方形 ・方形

10.1 方形 ・方形

10.1----- 方形 ・不明

キL

形態 確認できる紙孔

分類 第1第2第3。。。
11 。。。

一 一
m 

一 。
。。一
t:. A t:. 

一 一 一
II 

t:. 企 & 

II 。。。
II t:. 

t:. b t:. 

II t:. A t:. 

t:. b t:. 

II t:. A t:. 

II 。
n t:. b A 

A 企 A 

II t:. A A 

小札観察表3

段

確認できる綴孔 誠綴技法 長さ 札頭 綴重ね

第1第2第3
下鰯孔

孔配列分類 (cm) 
枚数

方 位 方向
面 漆色調

。。一 。 A 32.6 (18) 北西 左 a (黒色漆)。。。 B 7.4 ( 5) 北 左 (a) 黒色漆。。 。 (A) 10.4 ( 5) 北西 左 ( a) 黒色漆

一。 。 C 5.1 2 北東 右 b 黒色漆。。 不明 8.8 5 不明 不明 (a) 黒色捺。 不明 6.2 4 北西 不明 不明 黒色漆。。。。 B 13.2 6 ~t 右 a 黒色漆

t:. 。 。 不明 9.4 4 北西 右 ( a) 暗赤褐色漆。 。 不明 12.6 7 西 左 (b) 暗赤褐色漆。 。 C 一 ( 1) 北東 (b) 暗赤褐色漆

A 。 。 C 10.3 5 北西 右 ( a) 黒色漆。一 (A) 7.4 4 北西 右 ( a) 暗赤褐色漆

t:. 不明 8.0 4 北東 左 ・右 ( a) 不明

t:. 。 。 不明 8.0 4 南 右 ( b) 不明

& 。 。 不明 23.0 15 南西 右 ( a ) 不明

t:. 。 不明 17.3 12 北西 左 ( b) 黒色漆

t:. 。 不明 31.5 22 南東 不明 不明 黒色漆。。 不明 16.6 12 北 右 (b) 黒色漆

t:. 。 。 不明 9.2 5 オヒ 左 (b) 黒色漆。。 。 C 15.0 7 北東 左 (b) 黒色漆。。 。 C 14.9 10 南西 左 (b) 黒色漆
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第86図小札甲拡大図@

が確認されており、各々を示した。
こざね

O観察結果からの小札分類や各項目の傾向などについて(表 1"-'3・第89図参照)
こぎね

形態に基づく小札分類(第89図 ・図 1) 

小札は主として札幅と長さから形態が大きく 3分類される。

I類札幅3.3cm"-'3. 7cm、長さ9.8cm "-' 10. 3cmで、II類に比しやや幅広の形態である。

II類札幅2.7cm"-'3.2cm、長さ10.3cm"-'10.6cmで、 I類に比しやや細長い形態である。

III類札幅3.9cm "-'4 .Ocm、長さ10.0cmで、特に幅広の形態である。

W類 札幅3.5cm、長さ15.6cmで、札幅は I類と同じだが、特に長く特殊な形態である。

縦断面形も上部1/3から下部1/3にかけて中央部がへこむ特殊な形態である。

札頭 ・札足形態については方形がほとんどを占め、大きさと札頭 ・札足形態との関連性は明確でな

いが、現状で隅切り形はW類のみに認められる可能性が高い。現状で段全体数に占める I類小札の段

の割合は 5割弱、 H類小札の段の割合は4割弱で、この 2種類が主体を占める。III類は40と47の2例

のみ、特殊なW類は18の1例のみである。位置関係については I類は I類、11類は11類でその周辺で
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おおよそのまとまりを持つ傾向がある。

小札の厚さについては有機質の本体部

分が腐食しつぶれているため不明確だ

が、端部の漆膜の厚さ等から 2mm 以上

と考えられる。現状の観察では平面形

態によって厚さが大きく違う可能性は

少ないと判断される。
おどしあなとじあな したがらみあな

繊孔・綴孔・下揚孔の各孔位置関係に

基づく小札分類について(第89図 ・図

2各孔位置に基づく小札分類参照)

小札は繊孔 ・綴孔 ・下鰯孔の位置関

係などから 4分類される。

A類小札両側に 8孔が 271J対称

に並んでいる。 1列で見た

場合、札頭側1/3に5孔が、

札足側1/3に3孔が並ぶ。

札頭側上から 3孔が第 1""'"

@ 

m
 

《
Lv

n
U
2
1
E
'』

司
4

第3繊孔、上から 4孔目と

5孔目が一対で第 1綴孔と

なる。札頭側上から 6孔目

と7孔目が一対で第2綴孔

第88図小礼申鉱大図⑤

となり、最も下の札足側に近い孔が下揚孔となる。

B類 孔の基本的配列及び位置関係はA類と同じである。孔の利用形態が異なり 、17'IJで見た場

合、札頭側上から 2孔が第 1・第2繊孔、3孔目と4孔目が一対で第 1綴孔となり 、5孔

目が第2綴孔となる。札頭側上から 6孔目と7孔目が一対で第 3綴孔、最も下の孔が下揚

孔となるのはA類と同じである。第2綴孔内には革紐痕跡らしきものが確認される。

C類 下揚孔が 1孔で、札足近くで両側 27'IJの中央に位置する以外はA類と同じである。

D類 小札両側に10孔が 27'IJ対称に並んでいる。 1列で見た場合札頭側1/4までに4孔が、 中央

付近に 3孔が並ぶ。札足側1/3付近に 2孔、間隔を置き最も下に 1孔が並ぶ。札頭上側か

ら2孔が第 l・第2繊孔、3孔目と4孔目が一対で第 1綴孔、5孔目と6孔目が一対で第

2綴孔、 7孔目が第3繊孔となる。札頭上側から 8孔目と9孔目が一対で第 3綴孔となり 、

最も下が下揚孔となる。

現状で確認できる各類小札使用の段の割合については、A類のものがほとんどで、主体を占めてい

る。B類は44、49の2例、C類は46、52、53、62、63の5例、D類は18の1例のみである。若干だが、

23、35のように 2タイ プが同じ段に使用される例もある。位置的にはD類は北西側 l箇所のみで、B
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形態さ

9.8 
類

10.3 
cm 

札幅3.3-3.7cm

図 l 小札形態分第i

キL頭

~1 紙子L
第2紙孔
第H威孔

第 1綴イし

A鋲

第2綴孔

下鰯孔

図2 小札各孔位置関係分鎖

左右重なり約1.75cm
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さ
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領
10.6 
cm 

1 11 

u 

札傾2.7-3.2cm

札顕

同一
第2紙孔

第1綴孔

第2綴孔

B類

11 lトーiト第3綴孔

。ナ 下鰯孔

図 3-1 

上段illなり
0.8-1.0cm 

綴妓法例

下線4妓法例

(a蘭)

長さ 形態 1 11 

10.0 日I
C町E 綴

1 11 

札縦3.9-4.Ocm

札頭

fl ~一+トtーg第第第rn~威孔2.孔
3紙孔

1綴干L

C鎖

I 11 11ート第2綴孔

oーナ下溺孔

左右重なり約1.4cm

。 。 。 。

。 。 。 。

。 。 。 。
。 。 。 。

一

。 。。 。 。。。 。

。 。 。 。

。 。 。 。
。 。 。 。
ー岨- 1 一一ー 一 一一

a 

。 I 0 。 。
』ー-ー

。 1: 2 5cm 

札頭

~n 紙孔

第2紘孔

tl'n綴孔 、
態形

W 
'“ ，‘ m 

第2綴孔 8類 8
4e1 l 

11 
※ H 

第3.孔 。 。 11 
11 
11 

11 11 

下溺孔~ サ
※W鎖のQ形カーブの深さは
土圧による形態の変化あり不明。

図 3ー 2

第89凶 小札分類・段重ね ・繊 ・綴 ・校法関係図
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類は南東側、 C類は南東側と集中箇所から離れた S1 1547中央付近に集中しており、 一定のまとまり
こしぎね

を示している。D類の18については、前述形態と孔の位置関係などから腰札となると考えられる。
とじ

綴技法について(第89図 ・図3)

綴技法については綴紐が腐食して不明な点が多いが、第88図 図3-1のように、綴紐を 1回通し

て、小札を綴じ合わせ、 b面で斜行状となるように綴じ合わせる技法は認められる。斜行の方向は右

上がりと左上がりの両方が認められる。22、25、36、38、46でb面の斜行痕跡が認められる。
したから

下揚技法について(第89・図3)

下揚み技法については各段ごとの小札の下端を横方向に螺旋状にくくり、第88図 図3-1のよう

に連結する技法が認められる。斜行の方向は右上がり 、左上がりの両方が認められる。3、11、13、

19、25、43で痕跡が認められる。

段の長さについて

段(札板)の長さは横方向の欠損などにより不明確だが、 3と18については、長さと形態及び周囲

の状況からほぼ全長が残っている可能性が高いと判断される。これによれば腰札と考えられる18の長

さは約45.5cm程、胴部の一段であると考えられる 3の長さは44.5cm程になる。
とじがさ

綴重ね及びその方向について(第89図 ・図3) 

綴重ね(横縫)については、全段とも基本的に 2枚重ねである。A""'C類についてはほとんど間隔

を置かず重なっている。18のD類については左右の重なりが約1.4cm程と他に比べ重なりが少ないと

判断される。これは腰札部分が胴部横に沿ったより強いカーブに対応するためとも考えられる。綴重

ねの方向については、左右両方向が認められる。24、25、55のように段途中から 1枚の小札を境に左

右に綴重ねの方向が分かれるものもある。位置関係では、周辺の4""'5段でまとまりを持つ部分が数ヶ

所ある他は、大きなまとまりは認められない。

各段の重なり について(第89図 ・図3) 

各段の重なりについては、繊紐が腐食し、各段とも廃棄段階で繊しの連結が解けている可能性も強

く明確でないが、 13と14、25と26のように段の各項目の類似と位置関係から重なりが確認できる箇所

がある。これによれば段重なりは、a面を基準とした場合13と14が外重ね、 25と26が内重ね方式となっ

ている。重なりの幅については上下で0.8""'1 cm程と推定される。

面について

a面が多いと考えられるが、部分的に22、23、25、26や58""'61、62、63のように b面がある程度ま

とまって認められる部分もある。

仕上げ漆色調について(第90図)

表面の漆色調については黒色漆仕上げが主体を占めている。暗赤褐色漆については、北西側の18推

定腰札を中心にしてまとまる傾向が認められる。漆色調については後述の科学分析等に基づけば、黒

色については墨などを混ぜた「黒漆」、暗赤褐色についてはペソガラを混入した 「赤漆」によるもの

と考えられる。綴じ紐で連結後の最終仕上げの漆塗りについては、観察によれば黒漆もしくは赤漆ど

ちらかのみの場合と、両者を重ね塗りした場合があるようである。後者の場合は赤漆から黒漆という
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前後関係が多いようである。

各項目と要素の全体的関係について
ζ L~ね

小札の形態と各孔位置関係による分類に基づいた場合、腰札と考えられる各孔位置D類 ・形態W類

以外については、主体を占める各孔位置A類と形態 I・II類が胴部を構成する可能性が高い。その他

の各孔位置B類などについては、最下段など特別な部分に用いられた可能性がある。18が腰札となっ

た場合、腰札が18-'-段のみで、暗赤褐色漆がその周囲にまとまりを持つことから、その周囲が腰札と
わいだて

連結した別パーツの胴部横部分(肢楯)に該当する可能性もある。

0小札製作工程について(i秋田城跡から出土した小札甲の材質について」参照)

肉眼の観察では、製作工程の把握には限界があるため、その把握は薄片及び電子顕徴鏡観察によっ

た。詳細は後述の分析結果を参照されたい。小札断面の薄片及び電子顕微鏡観察によれば、今回出土

した小札甲の小札製作工程にはいくつかの特徴が指摘された。非鉄製有機質の小札本体の材質につい

ては、繊維質とされた部分が革となる可能性も含めなお明確にはなっていなし、。一方で、小札の下地

加工として砂鉄もしくは石英といった鉱物を下地の赤漆と混和し塗るといった極めて特徴的な技法を

用いていることは注目される。分析結果にあった混入された鉱物が小札や段により違っているかは、

現時点の表面観察では不明である。今後の課題としたい。また、もう一つの特徴である不連続な針葉

樹材が、本体の裏打ちのようなものなのか否かについても分析を継続していきたい。いずれにせよ、

今次報告の中では製作工程については不明確な点も多く、今後本体材質及び前述2点の特徴について

も検討 ・分析を継続し、課題としていきたし、
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III 第 73次調査

第73次調査は、焼山地区北部を対象に平成10年10月28日から11月6日まで実施した。発掘調査面積

は1，000m'(303坪)である。

調査地は政庁から外郭西門に至る聞の区域にあたり 、調査地東側隣接地及び南東側では規則的配置

に基づく掘立柱建物群や竪穴住居跡、土取り穴などが検出されている。

調査地は第21次調査地と第70次調査地の東側隣接地であり 、第66次調査地の北西側にもあたってい

る。また、調査地北側は第 3次国営調査、南側は第4次国営調査地と隣接している。現地形は、調査

地中央が西側に向けて低くなる谷状地形の上部にあたっており 、北側、南側とも中央に向けて低くなっ

ている。現状は竹薮(旧畑地)となっている。

調査は、これまでの調査で焼山地区中央部から北部にかけて検出されている掘立柱建物群の追及を

はじめとする周辺への遺構の広がりや利用状況を把握することを 目的に実施することとした。 しかし、

調査自体は平成10年 4月からの第72次調査の期間が延長されたことにより 、調査期間が大き く短縮さ

れたため、第72次調査と併行し、調査区域の表土剥ぎ及び抜根作業を実施するにとどま った。

調査は、まず調査区域の竹薮刈りを行った(10月27日)。その後、重機による竹、雑木の抜根作業

を行った(10月28日---10月29日)。作業終了後に調査区の設定を行い、表土除去作業を行ったが、遺構

第91図 第73次調査周辺地形図
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W 第 74次調査

1 )調査経過

第74次調査は住宅新築に伴う緊急調査である。秋田市教育委員会からの指令第139号により、秩田

市寺内字大畑314-1、同314-5、長津栄一氏所有地内の発掘調査を実施した。

調査地は秋田城跡城内南側にあたり 、推定の外郭南辺から北に約25mの地点に位置している。調査

地東側の第10次調査では、外郭築地塀及びその域内側である北側に竪穴住居跡が検出されており、調

査地周辺も遺構の存在が予想される地区である。なお、旧地形は北側から南側への傾斜地と推定される。

調査は、まず調査対象地のうち、住宅が建築される西側寄りに南北方向に卜レソチを設定して掘り

下げを開始した。 トレソチ南側の表土下に黒褐色土の古代の遺物包含層が確認されたため、住宅建築

予定地を中心にトレソチを拡張し、調査区を設定した。表土除去後、黒褐色土層面を精査したが遺構

が検出されなかったため、これを除去していった(11月30日)。黒褐色土居直下を精査したところ、遺

構を検出した。遺構としては調査区北側において SK1581、調査区南側においてSD 1579， S D 1580 

を検出した。検出状況の写真撮影を行い、各遺構の掘り下げを行った。また、調査区の土層断面図実

測を行った。各遺構掘り下げ後、平面実測を開始した(12月1日)。平面実測と各遺構の土層断面実測

O 

第92図 第74次調査周辺地胸 | 
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第93図第74次調査検出遺精図

2)検出遺構と出土遺物

S 01579溝跡(第94図、図版36・37)

調査区中央の地山飛砂層面で検出された。幅25cm.........40

cm、深さ15cm前後、長さ1.6m以上の南北方向の溝跡で

ある。構の方向は北で約30度東に振れる。SK1581と重

複し、これより古い。
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S 01580講跡(第94図、図版36・37)

調査区中央から南側の地山飛砂層面で検出された。幅40cm---140cm、深さ約15cm、長き3m以上の東

西方向の構跡であるが、束側で 2又に分かれ一条は南に曲がって伸びる。締の方向は東西方向につい

ては東で約15度南に振れる。南側に曲がる締の方向はほぼ真南である。

1 (7 -482) 

¥三副 ぷ叩)

⑧ 
/ 

1 :60 2m 

'-.v' 

tM6T4 S Kl581土坑

2 (7 -483) 

t:， .0.:-

マf

、手 ヤ主〆
第97図 S K1581 1:抗出上造物
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S 01580出土遺物(第95図、 図版

52) 

赤褐色土器(1---3):いずれも

埋土出土である。 1、2は糸切り

無調整の杯である。3は杯体部で

「θJの記号がある。

S K 1581土坑(第96図、

図版36・37)

調査区中央の地山飛

砂層面で検出された。

規模については南北

3.0mX東西3.8m以上、

深さ約20cmであるが、

平面形については東西

両側が調査区外となっ

ていることから不明で

ある。S01579と霊飯

し、これより新しい。

S K 1581出土遺物(第

97図、図版52)

いずれも埋土出土で

土師器(1 ) : ;糸切り無調整の

掠である。体部に 「所会」の凪

3がある。

赤褐色土器(2---4):2は糸

切り無制整の皿である。 3、4

は糸切り無調整の杯である。



3)基本層序及び各層出土遺物

基本層序(第93図、図版36)

第74次調査地では、調査区中央から南側にかけて遺物包含層の堆積が見られた。調査区の基本層序

をまとめると以下のようになる。

第 1層 表土 :宅地の造成土。

第2層 旧耕作土 :宅地造成前の耕作土。

第3層 黒褐色土層 :調査区の中央から南側にかけて堆積する。

地山飛砂層:遺構検出面。貰褐色砂が地山となっている。

各層出土遺物

O表土、旧耕作土出土遺物(第98図、図版53)

土師器(1) :糸切り無調整の杯で、内面体部に横方向、底部に放射状のミガキを胞す。体部に「上J

の墨書がある。

中世陶器(2):片口鉢の口縁部破片である。

1 (7 -489) 

第98図 友土 ・旧耕作土出土逃物

0第3層黒褐色土層出土遺物(第99図、図版53)

赤褐色土器(1---4):1'"'"'4は糸切り無調整の杯である。

灰紬陶器(5):椀のロ縁部から体部破片である。

1:3 

緑紬陶器(6):段皿の口縁部から体部破片である。淡緑色の粕が内外面に刷毛塗りされ、胎土は硬

質である。

銭貨(7):開元通宝(初鋳年621・唐)の銅銭である。

て弓三Y 夫こ5f~三ず
、ヰマ三 又 l 〆 ，・3 -

て ! 〆ダグ 。-⑪
7 (7 -497) 

第99凶第3m黒褐色土出土遺物
I ! ! ! 
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V まとめ

( 1 )第72次調査検出遺構の年代と変遷について

第72次調査は、城内中心施設である政庁の南東側に隣接する区域にあたり 、調査地西辺は政庁区画

廊設の南西隅より点ヘ約35m離れた位置となっている。従来から未調査域が存在し、その実態が明確

でなかった政庁から外部東門に至る聞の区域、大畑地区中央部から南部における遺構の広がりや利用

状況把極を伺的として実施した。調査の結果、掘立柱建物5棟、枝子IJ37"1]、 材木列塀 27"IJ、竪穴住居

跡6練、竪穴状遺構 l基、竪穴状工房3棟、鍛冶炉10基、上坑142皇、締跡4条等、多数の遺構を確認

し、居住峨や鍛冶工房峨、建物群といった形で周辺の利用状況を知ることがで‘きた。また、多数の漆

紙文出や非鉄製有機Ttの小札甲などの重要遺物が出土した。

検出遺構については、各遺構の出土遺物や重複関係、建物万位及び住居壁の方位などから、年代や

変遷の把握が可能である。

以下各遺構出上の年代比定資料や各遺構重復関係の検討を行い、その後に方位関係などをふまえ、

調査地全体の利用状況の変遷などについて検討を加えてみたい。

1 )各遺構の年代について

調査地丙側の S1 1546からは、床面より底部ケズリ調整を施す丸底の土師器杯や非ロクロ成形でカ

キ自調整を施す土師器聾などが出土している。両者とも形態から 8世紀中葉に位置付けられると考え

られ、他のI:H上遺物も土師器主体の組成で秩田城跡においては古い織相を示すことから、S11546の

年代は 8世紀中葉を中心とすると考えられる(註 1)0S 11546よりもiTI:複関係で新しいS11545は、

埋土から、ボタソ状に近いツマミを持つ天井部へラ切り撫で調整の須忠告it蓋が出土している。これは

秋田城跡山上上保の基準資料である第 54次調査SG 1031下問λ クモ府から15・16居'出土土器や、周

辺窯の谷地口遺跡2号窯出土土器に類似し、8世紀第4四半期から 9世紀初めに位置付けられること

から、この時期には S1 1545は廃絶していると考えられる (註 2)0S 11546とほぼ同位置で建て替

えられていることも考慮した場合、S1 1545の年代はS1 1546とあまり時期差のない 8世紀後半に位

置付けられると考えられる。

調査区南西側のS1 1548からは、カマド内より非ロクロ成形でカキ目調整を施す、土師器墾底部が

出土しており、 8世紀代に位置付けられると考えられる(註3)。

S 1 1548と恒複しこれより新しい S1 1549からは、赤褐色土踏が出土せず、埋土より形態及び法就

から第54次調査SG 1031 15・16層出土須恵器に類似し、 9世紀初めに位置付けられるへラ切り撫

で調整の須JJ!-掠亦と台付杯が出土していることから、遅くとも 9世紀初めころには廃絶していたと考

えられる (註4)。検出状況から S1 1549はS11548と同位置でこれを縮小しj建て替えられたと判断

され、 両省に時期差はなく述統すると考えられるため、S11548も年代的にあまり古くは遡らず 8世

紀後半に位置付けられると考えられる。
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小礼申が出土した S11547からは、柱掘り方埋土より初現年代が8世紀末となる小型の赤褐色土器

杯Bが出土している(註5)。竪穴埋土からは、形態及び法盆から 9世紀第 2四半期頃に位置付けら

れる、口径12cm台後半とやや小型の逆台形を呈するへ ラ切り撫で調整もしくは軽い撫で調整の須恵器

杯が出土している(註6)。同じく埋土の小礼申と共伴する位置及び層位から、糸切り無調整でやや

底径比の大きい椀型の須恵器杯が出土し、赤褐色土器としては、やや大型で底径比の大きい器高の低

いタイプの赤褐色土器杯Aが出土している。前者は古城廻窯出土須恵器に類似しており、 9世紀前半

の年代が与えられている(註7)。後者は第54次調査SG1031の11層出土赤褐色土器に類似しており 、

9世紀第 2四半期の年代が与えられている(註8)。以上のことから S1 1547は8世紀末以降の年代

に位置付けられ、 9世紀第2四半期頃には廃絶したと考えられる。このことから小札甲の廃棄年代に

ついても 9世紀第2四半期頃と考えられる。

調査区西側のS11544からは、柱掘り方埋土から前述の S1 1547出土タイプに類似した糸切り無調

整の須恵器杯が出土し、床面からは底径比がやや大きく、器面平滑で丁寧なっくりの第54次調査SG

1031の11層出土土器に類似した赤褐色土器杯Aが出土している (註9)。そのことから S1 1544は9

世紀第2四半期以降の年代に位置付けられると考えられる。

調査地西側のその他主要遺構のうちいくつかは、年代比定が可能な遺構との重複関係から、おおよ

その年代的位置付けが可能である。

S A1539は8世紀後半に位置付けられる S1 1545と重複しこれよりも新しく 、8世紀後半以降に位

置付けられる。SA1539と重複しこれより新しいSB 1532については、前段階の 3時期の遺構変遷を

考慮、した場合、 8世紀末から 9世紀初め以降の年代に位置付けられると考えられる。そのSB 1532と

重複しこれよりも古いSD1554は8世紀末以前に位置付けられる。SK1562はS11647と重複しこれ

よりも古く 8世紀末以前に位置付けられる。

調査地東側のSB 1533は柱掘り方抜き取り部から、やや深みのある赤褐色土器皿、底径比の縮小し

た赤褐色土器杯Aや底部を擬高台状にっくり出す赤褐色土器杯Aなどが出土している。これら出土土

器の様相は時期的な特徴及びまとまりを持ち、 9世紀第3四半期に位置付けられると考えられ、 SB

1533もその時期には廃絶していたと考えられる (註10)。建物の存続年代等を考慮、した場合、SB

1533が機能した時期は 9世紀第3四半期以前の 9世紀前半に遡ると考えられる。

調査地の東側のS11541からは、埋土より赤褐色土器杯Bなどが出土する一方、底径比の小さいや

やっくりの粗雑な杯Aが出土しており、これらは、 9世紀第2四半期から第 3四半期にかけて位置付

けられている第 54次調査SG1031の11層から10層の土器様相に類似している(註11)。このことか

ら、 S1 1541は9世紀中葉以降の年代に位置付けられ、9世紀第 3四半期頃には廃絶したと考えられ

る。

調査地南東側のS1 1542からは、埋土より須恵器台付皿や底径比の縮小した糸切り無調整の須恵器

椀型杯などが出土しており、第 54次調査SG 1031の11層から 7層にかけての土器様相と類似してい

ることから、 9世紀第 3四半期以降に廃絶したと考えられる(註12)0S 11542と重複しこれよりも

古い S1 1543からは、床面から法盆の大型化した、っくりの粗い赤褐色土器杯Aが出土しており 、そ
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の時期は 9世紀第 3四半期に位置付けられる(註13)0S 1 1543から S1 1542へは同位置で建て替え

られていることを考慮した場合、両者の聞に大きな時期差はなく、 S1 1543も9世紀第3四半期を大

きく下らない時期に位置付けられると考えられる。

S 1 1542と重複しこれよりも新しい SA1537は、掘り方埋土より底部が厚みを持ち柱状高台状にな

る赤褐色土器小型皿底部が出土しており 、今次調査でもっとも新しい10世紀前半を中心とした年代に

位置付けられると考えられる(註14)。

調査地北東側のSK1555からは、多訟の土器類と共伴して多数の漆紙文書が出土し、これらの廃棄

年代が重要となっている。SK1555は埋土が大きく第 1層から第4層まで分けられる。出土土器類と

しては、 土師器は小型台付椀と台付皿、赤褐色土器は無台皿と底径比の縮小したやや大型の杯Aなど、

各層から共通する器種器型が出土し、各層出土土器全体の様相も類似していることから、第 l層から

第4層の各層の堆積に時期差は無いと考えられた。その堆積時期については、最下層の第4層から前

述の土師器台付皿や赤褐色土器無台皿などが出土しており、これらは 9世紀第3四半期以降の出現が

指摘されること、また、赤褐色土器亦Aについては器型及び法盆などが第 54次調査SG1031の11層

出土土器に類似していることなどから、9世紀第 3四半期を中心とする年代に位置付けられると考え

られる(註15)。

しかし一方で最下層の第4層から、口径が12cm台後半から13cm台前半のへラ切り撫で調整の須恵器

杯が出土しており 、それらの形態及び法孟から 9世紀第 2四半期に位置付けられるものもあることか

ら、 SK1555については出土遺物の年代に幅を持つという特徴が指摘される(註16)。

S K1555の第 2層から第4層までは焼土炭化物を含む土層であり 、火災等に伴い、廃棄物を投棄し

た土坑である可能性が高い。SK1555出土造物は周囲の 9世紀第 2四半期の遺物を混入混在させた状

況で、9世紀第 3四半期を中心とする時期に廃棄され、埋め立てられたと考えられる。

調査区東側の SK1556については、SK1555出土の灰紬陶器三足盤と SK1556出土の破片が接合し

ており 、また、出土遺物の様相と年代幅なども SK1555と類似している。焼土炭化物を含む堆積であ

る点も同様であることから、 SK1555とほぼ同時期、同様の性格の遺構と考えられる。

調査地北東側の小土坑群のうち SK1557とSK1563からは赤褐色土器無台の皿や台付皿が出土して

おり、前述からの年代比定に基づけば 9世紀第 3四半期以降に位置付けられる。(註17)また SK

1561については、出土 した赤褐色土器無台の皿がSK1557のものより小型化していることから、 年代

的に新しく 9世紀第4四半期以降に位置付けられる。SB 1532東側のSX1578からは、底径比の小さ

い赤褐色土器亦Aが出土しており、 9世紀第3四半期頃に位置付けられる(註18)。

調査地東側のその他主要遺構のうちいくつかは、年代比定が可能な遺構との重複関係から、おおよ

その年代的位置づけが可能である。

S K1559はSK1555及びSB 1533と重複しこれより古いことから 9世紀前半以前に位置付けられる。

S K1559に関係すると考えられる S01553については、 SB 1553と重渡しこれより古いことから、や

はり 9世紀前半以前に位置付けられる。

S B 1535とSB 1534についてはS1 1541と重複しこれより古いことから、 9世紀前半以前に位置付
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けられる。

以上のような出土遺物からの各遺構の年代的位置づけと、各遺構の建物方位や住居壁の方向との関

係を検討した結果、調査区全体において共通する時期的まとまりと変化の傾向が把握された。

まず、今次調査地検出各遺構の建物方位及び住居壁の方位は、南北方向が北で東に約 2度から約5

度振れるタイプと、ほぽ真北か西に 2度まで振れるタイ プの 2タイプに大別される。前者はSB 1532、

S B 1545、SA1539、SA1538、SD1554、S1 1546、S11547、S11548、S11549などが該当し、

後者にはSB 1531、SB 1533、SB 1534、SB1535、S1 1541、S11542、S1 1543、S11544、S

A1536などが該当する。前者は調査地西側に多く 、遺構の年代では 8世紀から 9世紀第 1四半期頃ま

でのものが該当する。後者は調査地東側に多く 、遺構の年代では 9世紀第2四半期以降のものが該当

する。

このことから、政庁域南東側隣接地域である今次調査地周辺では、建物や竪穴住居、竪穴状工房の

方位に規制が存在していたことと、9世紀前半の第 l四半期から第2四半期にかけてのある時期に、

プラン設定の基となる方位の規財性に変化があったことが明らかになったといえる。

また、この方位の規則性に基づけば、出土遺物や重複関係からの年代的位置づけが困難であったり 、

明確でなかった遺構についても年代的位置づけが可能となると考えられる。

特に区画施設として対象施設を持つSA1538柱列については、柱列の方向が北で約 5度東に振れて

おり、 S11547やSB1532とその方位が同じであることから、これら調査区西側の施設を対象とし、

年代的にも 8世紀末から 9世紀第 l四半期頃の年代に位置付けられると考えられた。

また、 SA1539材木列塀については塀の方向が北で約2度東に振れており 、西側の S11549と方向

が同じであることから、類似した遺構である SA1540材木列塀とともに調査区西側の施設を対象とし、

年代的にも 8世紀後半代に位置付けられると考えられた。

また、 SB 1531については、建物方位が北で約2度西に振れていることから、 S11544、SB 1533 

と同様に 9世紀第 2四半期以降に位置付けられると考えられた。

以上のような調査地各検出遺構の重複関係及び年代的位置づけに基づく変遷を整理すると、以下の

S 01554 

5 A1540 

5 1 1546→ 5 1凶で5A15 ゐSB 1532 

S B 1531 

争S1 1544 

5 XI578 

5 A1536 

S 1 1548 5 1 1549ー→(511550)ー→51 1547 

| 5 K1562 J 
ーーーーーーー ~S 01552 一一一~501551

5 K1555 

501553 

5 A 1538 5 K 1563 

S K1564 

5 K1565 

亡二SB 1533 

に二5K1557-治 問61

5 K1555 

5 B 1535 ----~ S B 1534一一→S1 1541一一→5K1556 

S 1 1543 一一一~ 5 1 1542 一一一~5A1537 
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ようになる。

2)調査地の利用状況の変遷について

前述してきた遺構の年代的位置付けや変遷に基づき、調査地全体の利用状況の変遷をまとめると以

下のようになる。

まず調査区西側は 8世紀中葉から後半にかけてS11546、S11445、S1 1548などが造られ、居住

域として利用された。 しかし、 S11548からS1 1549への建て替えを債に利用状況が変化し、床面に

鍛冶炉を伴う竪穴状鍛冶工房が継続して造られる。鍛冶工房は、 8世紀後半新段階から 9世紀第 2四

半期にかけてS11549、S1 1547、S1 1544と工房の形態と位世を変えながら継続して操業を行い、

調査地西側は生産施設の区域として利用されたと考えられる。SB 1533は8世紀末から 9世紀第 l四

半期頃に位置付けられ、 S1 1547竪穴状鍛冶工房との同時存在の可能性があり、鍛冶工房に関係する

施設となる可能性がある。また、これらの工房は各期間ごとに、 SA1539や材木列塀やSA1538柱列

といった区画施設を伴うと考えられる。

9世紀に入り 9世紀第2四半期頃になると従来利用されていなかった調査区東側が利用されるよう

になり、 SB 1533、SB 1535などの規則的配置に基づく掘立柱建物群のー画として利用される。この

時期、調査区西側には方位を同じくする S1 1544竪穴状鍛冶工房が存在し、また、この時期以降に北

寄りのやや離れたー画にSB 1531が存在したと考えられる。

調査区東側は 9世紀第3四半期以降にS11541、S11542、S11543などが造られ、居住域となり、

利用状況が変化する。しかしこれらの住居跡のうち S11541などは9世紀第3四半期以降の早い段階

に廃絶していると考えられる。この住居跡の廃絶後にSK1555、SK1556に遺物の廃棄が行われてい

る。また、SK1555土坑からは多数の漆紙とともに多数の漆付着土器も出土していることから、調査

地東側近辺に 9世紀前半から中頃にかけて漆関係の工房が存在した可能性が考えられる。

以上のように今次調査地全体の利用状況の変遷を述べてみたが、まだ不明な点も多く課題が残る状

況である。SB 1533とSB1535などは、規則的配置に基づく建物群を構成する可能性が高く、城内域

における平安時代の実務官街の実態を知るうえで重要な地区となると考えられる。今後一部検出にと

どまる SB 1535と重復する SB 1534との関係も含め、建物群の展開が予想される東側へ調査を進め、

建物配置やその時期について更に把握していく必要がある。また、調査地東側では 9世紀前半以前の

利用状況が明確でなく、 SK1559のような未調査の遺構も含め、 今後追求し調査していく必要がある。

3)小札甲について

S 1 1547出土の小札甲については、前述した供伴土器資料の年代や鍛冶工房廃絶年代から、 9世紀

第2四半期頃に廃業されたものと考えられ、遺物としては 9世紀前半のものと位置付けられる。平安

時代前期の非鉄製有機質の小礼申の出土例は全国的にも例がなく、また伝世し現存するものも無く 、

日本古代の甲の突態と変遷を知るうえで極めて重要な資料と考えられる。今後、小札本体の材質や甲

の形態、系譜の問題についても検討を加えていくことが課題と考えられる(註19)。
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(2 )第74次調査検出遺構と年代について

第74次調査では土坑 1基、溝跡2条が検出されている。検出遺構は出土遺物からおおよその年代的

位置づけが可能である。

まずSD1580からは、埋土より底径比の小さいっくりの粗雑な赤褐色土器杯Aの大型のものと小型

のものが出土している。SK1581も埋土より底径比の小さいっくりの粗雑な赤褐色土器杯Aの大型の

ものと小型のものが出土し、また、赤褐色土器無台の皿も出土している。これら出土土器の様相は、

秩田城跡出土土器基準資料である第54次調査SG1031の7層出土土器の様相に類似しており 、9世紀

第4四半期に位置付けられると考えられる。SD1580と重複関係が明確でなく連続し、同時期の可能

性が高いSD1579とともに、 主要な検出遺構は 9世紀第4四半期を中心とした年代に位置付けられる

と考えられる。

また、各検出遺構上に堆積していた第3層黒褐色土層からは、口径llcm台の小型の赤褐色土器杯A

や、底部が厚みを持ち、柱状高台状にっくり出される赤褐色土器杯の底部が出土しており、 10世紀前

半以降の堆積と考えられる。

以上の検出遺構及び遺物包含層の年代の検討から、第74次調査地は、平安時代以降に利用される状

況が把握された。

註 1 i秋田城跡出土土器と周辺窯の須恵器編年(試案)J W日本考古学協会 1997年度秋田大会蝦

夷 ・律令国家 ・日本海 シγポジウム IU 1997年

註2 a W秋田城跡平成元年度発掘調査概報J秋田市教育委員会 1990年

b W秋田城跡平成2年度発掘調査概報』秋田市教育委員会 1991年

c小松正夫「秩田城とその周辺地域の土器様相(試案)ー第54次調査の木簡 ・漆紙文書伴出土

器を中心にして一J W第18回古代城柵官街遺跡検討会資料~ 1992年

d 註 1に同じ

e伊藤武士「秋田城周辺須恵器窯の動向についてJW秋田考古学46号』秋田考古学協会

1998年

註3 註 lに同じ

註4 註 2a b c dに同じ

註5 赤褐色土器の呼称と杯A・Bの分類については、酸化炎焼成、 非内黒、ロクロからの切り離し

が回転、静止糸切りのものを赤褐色土器とし、杯類の底部から体部下端及び下半にかけてケヅ

リ調整を施すものを杯B、無調整のものを杯Aとしている。

註 6 註4に同じ

註7 W古城廻窯跡発掘調査報告書』秋田市史編纂室 1997年

註8 註4に同じ
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註 9 註4に同じ

註10 従来、註2c dのように、 赤褐色土器における施紬陶器模倣の影響による皿形器形の出現は、

9世紀後半の第4四半期には確認されるとされてきたが、その出現が須恵器と同様に 9世紀後

半の第3四半期に遡る可能性が考えられている。第72次調査SK1555出土の漆紙の年紀「嘉祥

三年J (850)とそれらと供伴する皿類の存在が注目される。

a小松正夫「秩田県の 9世紀の土器JW日本土器事典』雄山閣 1998年

b W秩田城跡平成9年度発掘調査概報』まとめ 秋田市教育委員会1998年

註11 註4に同じ

註12 註4に同じ

註13 註4に同じ

註14 伊藤武士 「出羽における10・11世紀の土器様相J W北陸古代土器研究 7 号~ 1997年

伊藤武士「出羽における10・11世紀の土器様相JW北陸の10・11世紀代の土器様相

一第83回北陸古代土器研究会例会シソポジウム資料~ 1997年

註15 註4に同じ

註16 註4に同じ

註17 註10に同じ

註18 註4に同じ

註19 非鉄製の甲に関する記録は文献上に認められる。平安前期の特に陸奥出羽地方に関しては革製

の甲の記録が多く認められる。

①『続日本紀』宝亀十一年八月十八日条

鉄製の甲骨の制作を止めて以後は革製の甲胃を作るように指示した勅命の記載がある。

『類来三代格』天応元年四月十日付「太政官符」

前述の内容が太政官符をもって諸国に下されている。

②『統日本紀』延暦九年間三月四日条

勅により、蝦夷征討のため諸国に革製の甲宵 2千領を作らせるよう命じる記載がある。

③『三代実録』元慶五年四月二十五日条

元慶 2年の蝦夷の攻撃に際し、秋田城跡から「革短甲J347領が焼かれたり、略奪されたりし

て失われたとの記載がある。
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VI 秋田城跡環境整備事業

平成10年度の整備(鵜の木地区第 1次18ヶ年計画)

平成10年度の整備は、外郭東門 ・築地塀復元完成による見学者の増加、既整備面積が23，000m'と!ぶ

くなったことから、来訪者の利便性を考え誘導標 ・総合案内板の設置を行い、また夜間利用者のmJJII、

地域住民の要望を考慮し公園灯の設置を行った。

1 )総合案内板

総合案内板は、耐久、耐候性を考え説明文 ・写真部分は白磁陶板を、地形模型の部分についてはク

ラフト陶板を用いた。地形模型については史跡全体が入るものとし、全体が90haと広いことからス

ケールを1/1，000とした。このため、比高差が50m弱しかない地形では高さがよく 表現できないこと

から、広さと高さの比率を 1: 3としている。また、この案内板の台座は、復元外事IIl!:r'Jと築地塀と

いう重厚感のあるもののそばに立つため、逆に素材的には軽快感があるとされるステンレスを用い単

純なデザイソとした。ただ、表面については、ス テンレス特有の輝きで目立ちすぎるのを押さ えるた

めと、指紋の付着や細かなキズが 目立たぬようメンテナンスを考え、へアライン仕上げとした。

2)その他の整備

公園灯の灯具の形状は箱型で、周囲を強化ガラスで、覆っており 、灯具の上部については光の散乱を

防ぐため反射板を使用している。灯具は、公衆便所のところが民家に隣接しているため、マルチハロ

ゲンランプの200W、その他は400Wを使用 した。また、誘導標については台座を男鹿石、版面はステ

ンレスエッチソグ仕上げとしデザイン的にはシン プルなものとした。

工事の概要は次のとおりである。

実施地区

実施面積 104m' 

工 種 種別 細 目

園路広場工 広場工 広 場

総合案内板

管理施設工
サイン工

誘導標

照明工 公園灯

直接工事費

数盆 金額(千円)

1式 1，182 

1式 10，512 

1式 1，024 

1式 3，812 

16，530 
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総事業費 24，000千円

備 者J 

ブロック敷(l04m')

版面(陶板・クラフト陶板 1，800 x 2 ， 100) 

8基

400W型 5基 ・200W型 1基
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総合案内板

誘導標

公園灯



四 秋田城跡から出土した小札甲の材質について

パリノ ・サーヴェイ株式会社

はじめに

秋田城跡第72次調査では、調査区西側で検出された 9世紀前半の竪穴状工房(S1 1547)の埋土下層

から床面にかけて、甲の部品である小札が大量に出土 している。 i統日本紀」の宝亀11年(780)8月

18日の条には、鉄製の甲胃の製作を止めて以後は革製の甲胃を作るように指示した勅令の記載がある。

また、元慶 5年(881)4月25日の条には、元慶 2年の蝦夷の反乱の際に、秋田城から革短甲が焼かれ

たり略奪されたとの記載がある。これらのことから、今回出土 した小札についても革製の可能性が考

えられている。

本報告では、小札の生地の材質と製作技法について検討を行う。方法は、走査型電子顕微鏡による

断面の観察と、漆器等に適応される断面の薄片作製および偏光顕微鏡による観察の 2方法からの検討

を試みる。また、生地については、脂肪酸分析により革の使用に関する検討も併せて行う。

1.試料

試料は、小札2点(試料番号 1・2)である。試料番号 1は厚手硬質、試料番号2は薄手軟質であり、

外観でタイプが異なる。

2.方法

( 1 )薄片作製および観察

試料の周囲を樹脂で覆って補強した後、カッターによる切断と研磨を行い、プレパラー卜を作製す

る。プレパラー 卜は、偏光顕微鏡で観察する。

(2 )電子顕微鏡観察

試料の断面を作成して試料台に固定し、白金パラジュームで表面をコーティソグして観察試料とす

る。試料の断面を走査型電子顕徴鏡で観察する。

(3 )脂肪酸分析

a)脂質の抽出

試料の形状、大きさを考慮、し、抽出に適当な大きさのビーカーに試料が十分浸かる程度にクロロホ

ルムーメタノール(2: 1)混液を加え、超音波浴槽内で30分間、脂質を抽出した。次に、クロロホル

ムーメタノール層を濃縮して得られた抽出物に、無水メタノールー5%塩酸溶液2mlを加え再び溶解

させ、スクリ ューキャップ付耐圧試験管に移し変えてキャップをし、 100"cで 2時間加熱して、脂質

のメチルエステル化反応を行った。これは、ガスクロマ卜グラフィでピークとして検出するためには

メチルエステル化が必要なためで‘ある。

反応終了後、メチルエステル、ステロール類を抽出するために、耐圧試験管内の無水メタノールー

5%塩酸溶液に水2ml、ヘキサソ4mlを加え、タッチミキサーで30秒間撹排し、その後遠心分離機を使

用して、3000回転で上層のヘキサン層と下層の水層とに分離した。上層(ヘキサソ層)3mlをピペット
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を使用して分取後、ヘキサン3mlを再び加え、タッチ ミキサーで撹枠、遠心分離、分取の操作をも う

一度繰り返した。分取したヘキサソ抽出層を合わせた後、2%KHC03溶液4mlを加え洗浄し、再び遠

心分離を行った。ヘキサソ層を回収して無水硫酸ナ トリウムで乾燥後、濃縮しガスクロマトグラフィー

に注入した。

b)脂質組成の測定

脂肪酸メチルエステル、ステロール類とも分離、分析時間を考慮の上、次のような条件で抑l定を行っ

た。脂肪酸分析にはFFSULBON HR -SS -10(0. 32mm x 30m)カラムを用い、50"Cから150"Cまで20

"C/min、150"Cから220"Cまで;3"C/minで、昇温し16種の脂肪酸について、またステロール分析にはDB

-1-30W-STD(0.25mm x 30m)カラムを用い、 270"Cで6種のステローノレ類について、それぞれガス

クロマ 卜グラフィー標準品の検出時間、 ピーク面積、注入量を基準に して同定、定量を行った。 ステ

ロールは脂肪酸よりも含有量が少ないため、5倍盆をガスクロに注入した。

3.結果

(1)薄片観察および電子顕微鏡観察

a )試料番号 l

中央部に0.1"-'0.3程度の黒色の粒子(電子顕微鏡では白色)を主とする帯が認められる。黒色の粒子

は、磁石に反応すること及び顕微鏡下の特徴から、磁鉄鉱であり 、粒子の大きさからいわゆる砂鉄と

考えられる。その他に斜方輝石等の鉱物も少量認められ、 一部では磁鉄鉱に斜方輝石が付着している

様子が見られる。これらの砂鉄や鉱物の空壁には、赤色で透明の充填物が認められる。充填物は、そ

の特徴から赤色顔料を混ぜた赤漆と考えられる。

砂鉄を主とする帯の片面は、赤擦の薄い層が 1層塗布され、その外側に植物質の物質が不連続で配

列する。植物質は、肉眼観察で認められた、軸方向に長い繊維質の物質と考えられる。電子顕微鏡で

は、板といえる程の大きさではないが、砂鉄層の片面に植物組織の一部が確認でき、これが植物質の

一部である可能性が高い。大きさは約0.1mm四方で、単列の放射組織が確認できることから、木材の

板目i商であり、その特徴から針葉樹材の可能性が高い。

砂鉄を主とする帯のもう 一方の面には、漆を含むやや繊維質の層が 2"-'3層あり 、その外側に赤漆

が部く塗布されている。電子顕微鏡による観察でも、やや繊維質の様子が認められるものの、組織な

どは観察できなかった。

赤漆に混和された赤色顔料は、顕微鏡下の観察からいずれも酸化鉄であり、いわゆるベンガラと考

えられる。

b)試料番号2

内部には植物質の物質が不連続で帯状に配列する。電子顕徴鏡で観察すると、植物質は径 7"-'8

μmの凹角形を中心とした組織が配列する様子が見られ、植物の横断面(木口面)と考えられる。一部

単列の放射組織のよ うな組織も見られることから、針葉樹材と考えられる。内部には漆と考えられる

物質が充頃されている。

植物質の一方の面には、石英を主とする鉱物の層が見られ、 空壁には赤漆が充填されている。また、

-88-



その外側には赤漆の層が l層認められる。もう一方の面には、赤ー黒一赤の漆を含むやや繊維質の府

が認められ、最も外側の赤い層はさらに 2"-'3居に細分される。

( 2 )脂肪酸分析

脂肪酸分析の結果(図 1)では、 しかし、得られた脂肪酸 ・コレステロールが100%となっている。

ステロールの総量は、現生動物の同重量の革に対して分析を行った場合、と比較すると E 非常に微此

である。そのため、分析結果からは獣皮等の存在は断定できない。

4.考察

「続日本紀」などの文字記録から革製の可能性が指摘されている。試料番号 Iの小札甲の部品は、

脂肪酸分析の結果は、現生の同重量の革に対して行った結果と比較して、脂肪酸 ・ステロ ールの品が

コレステロールが抽出された即由には、製作や著しく低く 、獣皮の生地としての使用は考えにくし、。

使用段階で人がさわっていることが関係している可能性がある。

試料は外観でタイプが異なり 、断面観察の結果で塗布方法や物質に若干の違いも認められるが、鎖

2点とも鉱物の層が認められ、試料番号 lでは砂鉄、試料番号 2では石英を主とする。似点が多い。

いずれの場合も不連続な針葉樹材に接して鉱物の層が認められることから、針葉樹材を板状に加工し

た上で、その表面に赤漆に鉱物を混入和して塗布している可能性がある。いわゆる漆地粉や黒土の下

地技法(岡田， 1995)に類似する技法と思われるが、類例はほとんど知られていない。これらは、小札

甲の下地加工と考えられる。試料によって主となる鉱物が異なることから、混和する鉱物が何らかの

理由により選択されていた可能性があるが、現時点では断定で、きない。

針葉樹材は、いずれも不連続で大きな板としては認められないこと、試料番号 2で針葉樹材と針葉

樹材の間に外側の漆層が入って波状になっている様子が見られること等から、紺lくした材を組んで板

状にしている可能性もある。

試料番号 1では砂鉄層の外側、 試料番号2では針葉樹材の鉱物を混ぜた漆が塗布された面と反対側

の面に、それぞれほそい漆を含む繊維室の層が認められる。電子顕微鏡による観察でも繊維質の様子

は見られるものの、明確な組織などは認められなかった。革を利用する場合、鞍して利用する可能性

が高く 、組織が認められない繊維質の本層が革に由来する可能性がある。その場合、革の部分は埋積

後の経年変化で消失して漆のみが残存し、その結果として脂肪酸分析の結果が低くなったことも指摘

しかし、現時点では詳細は不明である。可能であれば、今後さらにいくつかの試料について

も同様の調査を行い比較したし、。

できる。
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凶版 l ぷ料tftりlの断面写真

-・・・・ 2∞μm:1 ・・・・・ 1∞μm:2 

1.悩光顕徴鏡写iミ{下}jポー ラのみ) 2.偏光顕微鏡'ゲl'((f)j;f.ーラのみ)
3.k任理~'ilt r顕微鏡写真 4. .4:.1'王将~11U顕微鏡'ヅ点

国版 2 I試料lff号2の断I語写兵

-・・・ 2∞μm: 1 ・・・・圃 l∞μm: 2. 3 ・・・・・ 50 μm: 4 
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図版 3

小札1ft 北両~lIlm中部
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小礼申黒漆主主り綾部分(西から)

小札rp限札周辺(北から)

図版4 -94ー



都72次調査区 西側遺構全長(最上回面検出状況)(南から)

都72次調査遺構全長(段上肘而検出状況)(東から)

図版5



第72次調査区 西側遺構全景(重複関係上位遺構検出状況)

第72次調査区 東側遺構全景(重複関係上位遺構検出状況)

図版6 -96ー



第72次調査区 西側遺構全景(重複関係下位遺構検出状況)

第72次調査区 東側遺構全景(重複関係下位遺構検出状況)
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図版8 -98-

第72次調査
遺構全景(東から)

左 :S B 1531掘立柱建物跡 (東から)
右 :S B 1531柱掘り 方断面



S B 1532掘立柱建物跡(東から)

S B 1532掘立柱建物跡
柱掘り方断面
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S D1554溝跡

図版9



図版10

S B 1533掘立柱建物跡(南から)

S B 1533掘立柱建物跡柱掘り方断面
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S A1537柱列(南から)

S A1537柱列
柱掘り方断面

S A1537柱列
柱掘り方断面

図版11



S A1538柱列
(南から)

S A1538柱列
柱掘り方断面

図版12

S A1538柱列 -102ー
柱掘り方断面



S A1539材木列塀跡
(南から)

S A1539材木列塀跡
布掘り溝断面及び
構底部柱痕跡
(南から)

図版13
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S A1540材木列塀跡(東から)

S 11541竪穴住居跡(西から)

図版14 -104-



S 1 1542竪穴住居跡
S 1 1543竪穴住居跡
(西から)

S 1 1544 
竪穴状工房跡
(東から)

: S X1569鍛冶炉跡
: S X1570鍛冶炉跡

-105- 図版15



S 1 1546竪穴住居跡
カマド(西から)

-106- 図版16

S 1 1545竪穴住居跡
(南から)

S 1 1546竪穴住居跡
(西から)



S 11547竪穴状工房跡(東から)

S 1 1547竪穴状工房跡主柱穴柱掘り方断面

-107-
S 11547竪穴状工房跡壁際小柱掘り方断面

図版17



S X1572鍛冶炉跡(西から)

S X1574鍛治炉跡(北から)

図版18 -108-

S X1573鍛冶炉跡(北から)

S 11547中央部出土小札甲 (南から)

S 11548竪穴住居跡
S 11549竪穴状工房跡
(西から)



図版19

S 1 1548竪穴住居跡
壁周溝

(北から)

S 11548竪穴住居跡
カマド(西から)

S 1 1549竪穴状工房跡
床面出土須恵器台付杯
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S X1575鍛冶炉跡 (東から) S X1575鍛治炉炉跡拡

S X1576鍛冶炉跡(南から)
S X1576鍛冶炉炉跡拡大

S X1577鍛冶炉跡 (東から) S X1577鍛冶炉炉跡拡

図版20
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S 1 1550竪穴状遺構(北から)

S D1551溝跡 (北から)

図版21



S D1552溝跡
(東から)

S D1552溝跡東側断面
(西から)

S D1552溝跡西側断面
(西から)

図版22



S K1555土坑検出状況(西から)

S K1555土坑 1面検出状況(西から)

図版23



図版24

S K1555土坑
3面検出状況
(西から)

S K1555土坑
東西方向土層断面
(南から)

S K1555土坑
南北方向土層断面
(西から)



S K1555土坑 2号漆紙 (20号文書)出土状況

S K1555土坑 6号漆紙 (18号文，m出上状況

-115- 図服25



S K1555土坑
灰糊陶器三足盤出土状況

-116一 図版26

S K1555土坑
20号漆紙
(16号文書)
(17号文書)出土状況

S K1555土坑
第 3面漆紙出土状況



S K1556土坑
遺物出土状況
(西から)

S K1556土坑
1号漆紙
(24号文書)

状況

図版27

S K1556土坑
緑紬陶器境

状況



図版28

S K1557土坑
(東から)

S K1561土坑
(南から)

S K1560土坑
検出状況
(南から)



図版29

S K1562土坑
(西から)

S K1563土坑
S K1564土坑
S K1565土坑
(西から)

S K1566土坑
(南から)

S K1567土坑
(南から)
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図版30

-120-一

S X1568鍛冶炉跡
(南から)

S X1571鍛冶炉跡
(西から)

S X1578土坑状遺構
(西から)



こぎねよろい

S 1 1547南西部 小札甲出土状況全景(南から)

S 1 1547南西部小札甲出土状況拡大(南から)

図版31



S 11547出土小札甲 北西側小札集中部出土状況 (西から)
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S 11547出土小札甲 西側中央小札集中部出上状況(西から)
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S 11547出土小札甲 南西側出土状況(西から)

S 11547出土小札甲 中央南側出土状況(西から)
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図版34

S 11547出土小札甲 中央北側出土状況(北から)

S 11547出土小札叩 小札綴重ね状況(段状況)
第83図 小札甲拡大図~付近(阿から鉱大)
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S 1 1547出士小札甲
小札綴重ね状況(段状況)
第84図小礼申鉱大図①
@付近(函から拡大)

S 11547出上小札rp
小札綴重ね状況(段状況)
部84図小中L甲拡大図③
@付近(南から拡大)

S 11547出土小札甲
小札綴重ね状況(段状況)
第82悶小礼申肱大図①
⑬腰札付近(北から拡大)
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第74次調査遺構全景(検出状況)(東から)

第74次調査遺構全景(掘り下げ後)(東から)

図版36 -126-



第74次調査遺構全景(掘り下げ後)(北から)

S K1581土坑(東から)

-127ー 図版37
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図版44 1 ------14 S K1555 第2層， 15------17 S K1555 第 3層
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秋
田
城
跡
第
七
二
次
調
査
出
土
漆
紙
文
書
に
つ
い
て

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
教
授

平

)11 

南

秩
田
城
跡
第
七
二
次
調
査
出
土
の
漆
紙
文
智
は
、
総
点
数
約
三
十
四
点
以
上
に

達
し
、
い
ま
だ
調
査
中
で
あ
り
、
未
整
理
の
も
の
も
棺
当
数
あ
る
。
今
回
は
、
現

段
階
で
ほ
ぼ
整
理
を
終
え
た
主
な
文
仰
に
つ
い
て
、
そ
の
釈
文

・
記
載
様
式
そ
し

て
内
容
な
ど
に
関
し
て
概
要
を
紹
介
す
る
に
と
ど
め
た
い
。
A
I
同
の
文
占
に
つ
い

て
は
、
数
点
が
複
雑
に
重
な
り
合
っ
た
状
態
で
出
土
し
て
お
り
、
そ
れ
を
展
開
し

て
い
っ
た
過
程
な
ど
、
出
土
状
態
や
文
古
の
形
状
等
の
報
告
は
省
略
し
た
。
い
ず

れ
に
し
て
も
、
第
七
二
次
調
査
の
漆
紙
文
科
に
つ
い
て
は
、
今
後
改
め
て
正
式
な

報
告
書
に
お
い
て
全
容
を
明
ら
か
に
す
る
予
定
で
あ
る
。

十
六
号
文
書

〔釈
文
〕
|
図
1
参
照

〔実
測
図
〕
|
図
2
参
照

(
ご

記
載
様
式

二
段
書
き
の
歴
名
記
載
の
帳
簿
で
あ
る
。
そ
の
記
載
様
式
は
、

戸
ご
と
に
戸
主

名
を
冒
頭
に
記
し
、
以
下
こ

「
人
名
+
年
齢

+
死
亡
年
月
日
」
と
死
亡
し

av

年
齢
区
分

た
戸
円
を
列
記
し
て
い
る
。
二
段
』
き
の
腔
名
帳
お
よ
び
人
名
の

F
の
ニ
行
割

3

は
、
正
倉
院
文
占
と
し
て
伝
わ
る
小
山
穴
に
点
進
さ
れ
た
公
文
傾
に
は
例
を
み
な
い
。

し
か
し
地
万
か
ら
出

t
す
る
漆
紙
文
占
に
は
頗
似
の
記
載
が
認
め
ら
れ
る
。

二
段
書
き
の
歴
名
記
載
が
見
ら
れ
る
の
は
、
秋
田
城
跡
第
三
六
次
発
掘
調
査

(
護
国
神
社
境
内
)
出
土
第

二
号
文
書

〈
出
挙
帳
様
文
書
〉

で
あ
る
(
註
1
)。

こ
の
文
書
の
年
代
は
八
世
紀
中
頃
か
と
考
え
ら
れ
る
。

漆
紙
文
書

2

川

U
柴
拾
人

n
1
1
1
U拾
参
束
伍
把

n
l
H
H
U麻
呂
武
東

丸
子
部
口
刀
自
費
伍
束

U
直
忍
麻
呂
戸
口

戸
主
奈
述
忠
が
円
ハ

一い
主
磁
部
小
能
戸

n

口
部
小
刀
肉
質
伍
東

戸
主
口
太
部
道
石
口
束

こ
の
文
書
は
、
国
府
に
備
え
ら
れ
た
出
挙
関
係
の
帳
簿
に
相
当
す
る
も
の
と
考

-170-ー
( 1 ) 

え
ら
れ
る
。

ま
た
、
人
名
の
下
の

ニ
行
割
書
は
、
茨
城
県
鹿
の
子
C
遺
跡
の
第
九
五
号
文
京

に
類
似
の
記
載
が
あ
る
(
註
2
)
。
そ
れ
は
郡
家
段
階
で
作
成
し
た
計
帳
に
、
年

齢
区
分
と
身
体
的
特
徴
の
記
載
が
年
齢
の
下
に
小
字
で

二
行
割
書
さ
れ
て
い
る
。

r片 ~ 妹 日円
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月
八
日
死

口

公

鹿

野

吋
刊
/

/

i
去
、
年
九
月
七
日
死

¥

2

4

〉

¥
I
B

年
五
十

二

¥宮崎

川

W中
、
長
谷
部
都
失
良
費

丁

Z女

去

1
十
士
一
五
月
一
一
一
日
々

高

志
公
祢
凸

，
六
十
八

，

桑

原

万

自

費

ド

女

去

年

十

二
月
十
日
死

沼

臣

鷹

麻

B
戸

ロ

ユ

沼

臣

乙

麻

呂

戸

口

戸

f

J

年
五
十
八

/
ケ

切

合

部

昨

万

自

費

丁
女
去

年
十
二
月
十
八
日
花

、

榊

五

服

部

波

加

麻

制

去

年

九

月

十

九

日

死

/

残
疾

秦

祢

奈

江高

沼志

臣公

黒秋

麻麻

呂呂
年年

正→+正門
丁八丁目

去
今

年伊

去士示
主士ユ ー- 1=1" 

十 f比
月日 f
十:.._ /ペトJ

日
死

戸

主江

茜..~ 沼

部， 臣

馬小

甘志

戸鹿

口麻

呂
中年

男-++

釈文16り文J?
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円 円 口 円 円 多 ゴロコ 生
治 治 弥、 剖l

H 麻

比 出対部l 候 手
市l 口口 円 古
虫 虫

門
女

民 女 女 !J: 年
同 ifミ iド 年 陸

口品 生存 開 治 民~~ U 拾 門柴 伶 玖 拾
nt: 給 柴 拾 拐IJ

門拾 陸 長在

殴
目、

日 ~ IL ι tr dSr ， 
:lci正 番

tr tr tr 自 身女
後 」

m 
子

二
段
書
き
お
よ
び

ニ
行
割
蓄
は
、
京
進
文
舎
の
記
載
様
式
で
は
な
く
、
地
方
官

街
に
と
ど
め
置
く
公
文
に
特
徴
的
な
、
実
用
的
な
記
載
様
式
と
い
え
る
。
さ
ら
に

本
帳
簿
に
は
、
墨
抹
消
や
選
と
朱
に
よ
る
閤
点

(
O印
)
と

「
×
」
印
が
付
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
も
、
本
帳
簿
は
上
申
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
秩
田
域
内

で
実
際
に
事
務
処
理
に
拝附
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

死
亡
年
月
日
を
記
す
現
存
の
帳
併
と
し
て
は
、
正
介
院
文
古
て
点
が
あ
る
。

。
天
平
九
年

(
じ
三
じ
)
の
河
内
同
大
税
負
死
亡
人
帳

(天
理
図

A
館
蔵
)

O
天
平
十

一
年
(
七
一て
九
)
の
備
中
同
大
税
負
死
亡
人
帳

(正
倉
院
政
)

河
内
閣
大
税
負
死
亡
人
帳

p p 
主 主
海伊
求z我
養占臣
麻c入

目鹿
p p 

物
部
万
良
年

隆

拾
壱

民
首
髪
長
売
年
伍
拾
玖

税

障

拾

東
軍
大
平
九
年
六
月
十
日

税
参
拾
陸
束
死
天
平
九
年
七
月
十
日

戸
主
牛
鹿
部
県
戸
日
下
部
姉
女
年
伍
拾
路

税

参

拾

束
死
天
平
九
年
八
月
十
日

同
戸
澗
人
案
作
売
年
弐
拾

戸
主
点
持
述
飽
麻
円
年
伍
拾
弐

戸
主
酒
人
長
麻
円
年
伍
姶
弐

戸
主
日
下
部
土
門
師
首
麻
呂一
戸

目
下
部
牟
良
向
年
離
拾
玖

税

参

拾

束
死
天
平
九
年
八
月
十
?
九
日

税

路

拾

東
川
山
内
肝
似
合
三
月
十
日

税
参
姶
陸
束
勾品川開

mg一
月
十
日

税

参

拾

陸

束
整
会
'
九
年
九
月
五

u

(国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
『
正
倉
院
文
書
拾
遺
』

一
九
九
二
年

よ
り
)

一167-
(4 ) 

こ
の
二
点
の
帳
簿
は
、
公
出
挙
稲
(
大
税
)
を
負
っ
た
ま
ま
死
去
し
た
人
々
の

歴
名
簿
で
あ
り
、
天
平
九
年
、
天
平
十

一
年
分
(
正
月
1
十
二
月
)
を
そ
れ
ぞ
れ

簿
で
あ
る
。

記
載
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
は
公
出
挙
稲
を
負
っ
た
ま
ま
死
亡
し
た
人
の
み
の
名

今
回
の
帳
簿
は
、
去
年
七
月
か
ら
今
年
六
月
ま
で
の

一
年
間
の
死
亡
し
た
人
を

代
川
き
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

『延
拝
式
』

(主
計
下
)
勘
大
帳
条
に

「
死
亡
帳
」
の
名
が
み
え
、
ま
た

司
政
事

要
略
』
巻
五
卜
む

(交
替
雑
事
ト
じ

・
雑
公
文
事
上
)
の
雑
公
文
事
に
は
大
帳
枝

文
と
し
て
、
数
多
く
の
帳
簿
頬
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、



私
案
大
帳
枝
文

目
録
帳

郷
戸
帳

中
男
帳

浮
浪
人
帳

老
丁
帳

疲
疾
帳

赴
亡
帳

皐
生
帳

死
亡
帳

遭
喪
帳

祢
宜
祝
帳

残
疾
帳

そ
の
中
に
、

「
死
亡
帳
」
が
存
在
し
て
い
る
。

な
お
、
上
段
に
横
墨
界
線
を
認
め
ら
れ
る
が
、
下
段
に
は
確
認
で
き
な
い
。

隠
首
帳

雑
色
人
帳

高
年
帳

紳
戸
帳

中
男
残
帳

多
男
父
帳

老
残
帳

陵
子
帳

示
し
て
い
る
。

の
四
本
の
横
界
線
は
四
本
が
本
帳
簿
の
回
目
頭
に
集
計
部
分
を
有
し
て
い
る
こ
と
を

死
亡
帳
簿
と
さ
れ
る
も
の
は
、
長
岡
京
跡
第
三
四

一
次
調
査
で
漆
紙
文
書

「
延

一
部
し
か
知
る
こ
と
が
で
き
な
い

(註
3
)
。

麿
九
年
死
亡
人
帳
」
が
出
土
し
て
い
る
が
、
数
片
の
断
片
で
、
死
亡
年
月
日
な
ど

〈
二
)
記
載
内
容

本
帳
簿
に
記
載
さ
れ
た
内
容
を
整
理
す
る
と
、
表
ー
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

( 

一一一、h・'
ウ
ジ
名
の
分
布

-
高
志
公

高
志
公
は
、
越
H
H
高
志

l
古
志
と
い
う
地
域
名
+
公
で
あ
り
、
左
の
よ
う
な
分

布
例
が
知
ら
れ
て
い
る
。

O
西
大
寺
流
記
資
財
帳
(
八
世
紀
後
半
)

「
頚
城
郡
大
領
高
志
公
船
長
」

O
新
潟
県
三
島
郡
和
島
村
八
幡
林
遺
跡
第

一
号
木
簡

(
八
世
紀
前
半
)

五
八
五
×

一二
四
×
五

?・

、ー

戸

十
六
号
文
占
記
載
内
容P 

表戸
主

戸
主
高
志
公
口

l
l

一戸主
江
沼
臣

戸
主
江
沼
臣

一戸士エ
I
ll

l
部
諸
公

茜
邸

主

林
逮
爽
刀

ー
口
公
広
野
発

砲

需

祢

奈

|

|

|

小
長
谷
都

潟
志
公

桑
原

潟
志
公

帽
嶋
麻
呂

江
沼
医

乙
麻
呂

』
乱
沼
箆

緩
合
都
咋
刀
自
発

馬
甘

Rfl 
節

又

は
ロ
都
品
限
公

i
i口
側
売

又
一は

I
l
l
l
wH烈
売

又
一は

郁
夫
良
売

砕
仲
盆
良

i
l
i

万
自
由
冗

品
帆
麻
呂

回帰
麻
呂

小
宮
山
鹿
麻
呂

波
加
出
榊

ロ

年

齢

附

年
飾
区

分~ II I 年

初

中
女

年小
子

年

団
老
女

片時・

4

正
丁
ロ

年

お
正
す

年

幻

中
男

年

日

丁
女

年

必

曲
四
疾

年

位
正
丁

年

応

了

女

;

死

亡

去
年

十

一
月
十
日
死

去
年

十
二
月
十
日
死

去
年

十
二
月
十
日
死

去
年

十
二
月
十
八
日
死

去
年

九
月
十
九
日
死

今
年

六
月
十
三
日
死

口
口
口
日
死

去玉告

月

円
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青
海
郷
事
少
丁
高
志
君
大
虫
右
人
其
正
身
率
門

U

「
虫
大
郡
向
参
朔
告
司
四
都
申
一
賜
罰
事
行
総
鶏
語
版
畑

mu
u

和
島
村
八
幡
林
遺
跡
は
古
代
の
越
後
国
古
志
郡
の
中
心
地
で
あ
る
。
結
局
の
と

「
高
志
公
」
は
、
古
代
の
越
後
国
頚
城
郡

・
古
志
郡
な
ど
、
越
後
国
南
部

「
郡
司
符

こ
ろ
、

に
分
布
し
た
ウ
ジ
名
と
い
え
る
。

-
江
沼
臣

「江
沼
臣
」
は
加
賀
国
江
沼
郡
(
弘
仁
十
四
年

〈
八
一
一
三
〉
二
月
三
日
太
政
官
奏

に
お
い
て
、
越
前
園
江
沼

・
加
賀
ニ
郡
を
割
い
て
加
賀
園
を
建
位
し
た
)
を
本
拠

と
す
る
ウ
ジ
名
で
あ
る
。

O
天
平
三
年
(
七
三

ご

越
前
国
正
税
帳

「江
沼
郡
主
政
江
沼
臣
大
海
」

「
江
沼
郡
主
帳
江
沼
臣
入
鹿
」

O
天
平
五
年
(
七
一
二
三
)
越
前
国
郡
稲
帳

「
江
沼
郡
大
領
江
沼
臣
武
良
士
」

O
天
平
十
二
年
(
七
四

O
)
越
前
回
山
背
郷
計
帳

「
江
沼
郡
山
背
郷
郷
長
江
沼
臣
族
忍
人
」

-
小
長
谷
部

「小
長
谷
部
」
の
分
布
は
、
越
中
二
例
、
信
濃
二
例
、

甲
斐
ニ
例
、
遠
江
、
上
野
、
下
総
な
ど
、
東
国
に
集
中
し
て
い
る
。
秩
回
城
外
郭

現
存
史
料
に
よ
れ
ば
、

東
門
跡
第
五
四
次
調
査
出
土
木
簡
に
は
、
十
六
号

「小
長
谷
部
マ
犬
万
呂
」
、
十

七
号

「小
長
谷
大
町
」
の
二
例
が
知
ら
れ
る
。

以
上
の
ウ
ジ
名
分
布

(註
4
)
を
み
て
も
、

「高
志
公
」

「江
沼
臣
」
の
よ
う

に
、
北
陸
道
地
域
か
ら
の
出
羽
同
内
へ
移
住
を
明
確
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
秋
田
城
第
五
四
次
調
査
出
土
木
簡
の
な
か
に
、

六
十
四
号

「
<
三
国
待
万
目
調
米
五
×

ーー園、

< 

三
月
九
日

× 

と
あ
り
、

「三
国
」
は

「
三
国
坂
井
鯨
」

で
知
ら
れ
る
よ
う
花
、

(上
宮
記
逸
文
)

越
前
国
坂
井
郡
に
は
、

「
三
国
其
人
」
の
存
在
が
き
わ
だ
っ
て
い
る
。
こ
の
「

国
浄
万
呂
」
も
国
郡
郷
名
を
伴
わ
な
い
調
米
の
付
札
に
記
さ
れ
た
宍
進
者
名
で
あ

る
の
で
、
北
陸
地
方
か
ら
移
り
出
羽
国
内
に
在
住
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
越
前

・
越
後
両
国
か
ら
の
出
羽
国
へ
の
移
住
に
つ
い
て
は
、
史
料
上
、

和
銅
五
年

(
七
一
一
ニ
)
の
出
羽
田
建
置
ま
も
な
い
時
期
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
み

え
る
の
み
で
あ
る
。

『
続
日
本
紀
』

和
銅
七
年
(
七

一
四
)
十
月
丙
辰
条

勅
割
ニ
尾
張
。
上
野
。
信
濃
。
越
後
等
国
民
二
百
戸
一
。

配
ニ
出
羽
柵
戸
一。

『
続
日
本
紀
』
霊
亀
二
年
九
月
乙
未
条
(
同
三
年
二
月
丁
酉
条
重
複
か
)
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(
前
略
)
因
以
ニ
陸
奥
国
置
賜
最
上
ニ
郡
。
及
信
濃
。
上
野
。
越
前
。
越
後
四

国
百
姓
各
百
戸
一。

隷
ニ
出
羽
国
一驚
。

こ
れ
ら
一
連
の
記
事
以
降
、
史
料
上
に
は
全
く
み
え
な
い
が
、
お
そ
ら
く
は
、

そ
の
後
、
越
前
(
加
賀
)

-
越
後
な
ど
北
陸
道
諸
国
か
ら
の
出
羽
国
へ
の
移
住
は

小
規
模
な
が
ら
継
続
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

こ
の
死
亡
帳
は
お
そ
ら
く
秋
田
城
の
支
配
領
域

(秋
田
平
野
を
中
心
と
す
る
秋

田
部
戚
ほ
か
)
の
民
に
つ
い
て
記
載
し
た
も
の
で
、
こ
の
帳
簿
を
浄
日
し
た
の
ち
、

当
時
の
出
羽
両
府

(庄
内
平
野
)
に
提
出
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
死
亡
帳
は
大
帳
の

技
文
で
あ
る
の
で
、
本
来
は
大
帳
使
が
都
に
遣
わ
さ
れ
る
が
、

『
額
楽
三
代
格
』

嘉
祥
二
年

〈
八
四
九
〉
間
十
二
月
二
十
六
日
の
太
政
官
符
に
よ
れ
ば
、
出
羽
国
の



場
合
、
朝
集
使
に
大
帳
を
付
し
て
九
月
末
固
ま
で
に
京
進
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

死
亡
帳
は
、

造
籍
と
造
籍
の
間
に
毎
年
作
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
帳
簿

は
、
す
で
に
京
進
さ
れ
て
い
る
戸
籍
に
載
せ
ら
れ
て
い
た
人
に
つ
い
て
だ
け
そ
の

死
亡
者
名
を
提
出
す
る
の
で
あ
る
ゆ
え
に
、
造
籍
後
に
生
ま
れ
た
乳
幼
児
に
つ
い

て
は
記
載
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
死
亡
帳
に
よ
れ
ば
、

戸
主
高
志
公
(
名
を
欠
く
)
の
戸
で
は

一
年
間

(去

年
八
月
1
今
年
七
月
)

に
六
人
も
死
亡
す
る
と
い
う
異
常
き
で
あ
る
。

死
亡
年
月
日
と
老
若
男
女
を
対
比
さ
せ
て
み
る
と
、
女
性
と
老
人
が
去
年
の
九

月
ご
ろ
か
ら
十
二
月
ま
で
の
聞
に
死
亡
し
、

今
年
の
六
月
ご
ろ
に
成
人
男
子
が
死

亡
し
て
い
る
。

九
世
紀
前
半
は、

日
本
古
代
史
上
で
も
ま
れ
に
み
る
天
変
地
異
の
続
い
た
時
期

で
あ
る
。

各
地
の
火
山
の
噴
火

・
大
地
震

・
異
常
気
象
と
思
わ
れ
る
長
雨
や
風
水
害
に
よ

る
凶
作
あ
り
、
さ
ら
に
は
疫
病
な
ど
に
連
続
し
て
襲
わ
れ
、
飢
鰻
が
続
発
し
た
時

期
で
あ
る
。

特
に
、
出
羽
国
で
は
八
四

O
年
以
降
、
飢
僅
に
た
び
た
び
襲
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

表

2
参
照

死
亡
帳
の
死
者
全
体
を
み
る
と
、
地
震
や
疫
病
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、

凶
作

が
続
き
去
年
九
月
の
収
穫
期
も
不
作
の
た
め
体
力
と
食
糧
の
な
い
女
性
や
老
人
が

相
次
い
で
亡
く
な
り
、
最
後
ま
で
当
時
の
税
の
負
担
者
で
あ
っ
た
成
人
男
子
が
わ

ず
か
な
食
糧
を
食
い
つ
な
い
だ
が
、

今
年
六
月
に
は
つ
い
に
死
亡
し
た
と
推
測
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

表
2

東
北
地
方
災
吉

一
覧

853 849 823 817 815 812 

仁 嘉 818 
寿 祥 弘 弘 弘 金
3 2 仁 仁 仁

14 6 3 

抱 風 飢 不 長 飢
議 水 鯵 作 雨 餓 国

答
に 疫
よ 病
る
飢
銭
続
発

850 846 843 841 837 830 829 
東

嘉 承 承 承 承 天 天
祥 和 和 和 和 長 長
3 13 10 8 4 7 6 

~t 

出 出 隠 出 陸 出 路
羽 羽 奥 羽 奥 羽 E処

出 地
羽

大 飢 飢 飢 火 大 疫
地 自筆 自筆 能 山 地 病 7ヨ
1量 E負 2建

火
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十
七
号
文
書

〔釈
文
〕
|
図
3
参
照

〔実
測
図
〕
|
図
4
参
照

〔
内
容
〕

本
文
書
の
記
載
様
式
は
、

人
名
+
年
齢
+
年
齢
区
分

を
列
記
し
て
い
る
。

残
存
す
る
部
分
の
み
で
は
、
次
の
よ
う
な
戸
の
構
成
が
想
定
で
き
る
。

戸
の
構
成
模
式
図

妻-r-弟
---- I都
39 I野
'-' I 臣

子
乙
麿

姐

弟

都
野
臣
黒
田
(
幻
)

r
;
(弟
)
都
野
臣

(
詑
)

男

(
凶
)

男

(
U
)

女
(
日
)

女
(
日
)

女
(
叩
)

あ
る
と
み
て
問
題
な
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
記
載
様
式

・
内
容
か
ら
判
断
す
る
な
ら
ば
、
本
文
書
は
戸
籍
の
一
部
で

平
安
期
の
戸
籍
は
、
次
の
よ
う
な
記
載
様
式
の
特
徴
が
あ
げ
ら
れ
る
(
註
5
)。

(
イ
)

各
戸
の
首
部
に
、
戸
口

の
変
動

l
損
益
の
集
計
記
載
が
行
わ
れ
る
様

式
に
な
っ
て
い
る
。

(
ロ
)

緑

(
貰
)
子

・
女

(
一
1
三
歳
)
の
記
載
が
な
く
、
少
子
・
女
も
十

歳
以
上
で
あ
り
、
は
な
は
だ
少
な
い
。

(

ハ

)

女
子
が
比
較
的
多
い
。

~町、

ー一) 

年
齢
と
年
齢
区
分
と
の
関
係
記
載
が
は
な
は
だ
し
く
混
乱
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
平
安
期
に
お
け
る
戸
籍
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
十
世
紀
初
め
の
延
喜
期

二
通
、
十
世
紀
末
の
長
徳
期
二
通
、
十

一
世
紀
初
め
の
寛
弘
期
の

一
通
を
対
象
と

し
て
い
る
。

本
戸
籍
断
簡
は
、
九
世
紀
半
ば
以
前
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
本

戸
籍
に
つ
い
て
、
上
記
の
平
安
期
の
戸
籍
の
特
徴
を
簡
単
に
検
討
し
て
み
た
い
。

-163ー
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ま
ず

(イ
)
の
戸
の
首
部
は
、
断
簡
ゆ
え
に
不
明
で
あ
る
。

(イ
)
の
男
女
の

割
合
は
、
男
性
五
人
、
女
性
九
人
で
あ
り
、
男
性
に
正
丁
も
二
な
い
し
三
人
含
ま

れ
て
い
る
。

( 

ー一、、J

の
年
齢
と
年
齢
区
分
と
の
記
載
に
は
混
乱
が
み
ら
れ
な
い
。

一
方
、

(
ロ
)
は
小
女
が
十
歳
以
上
で
あ
る
が
、
小
断
簡
で
あ
る
の
で
全
体
的
傾

向
と
は
い
え
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
本
戸
籍
断
簡
は
、
平
安
期
の
戸
籍
で
は
な
く
、
む
し
ろ
八
世

紀
代
の
戸
籍
の
特
色
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
と
い
え
よ
う
。

本
戸
籍
は
、

戸
主
弟
の
妻

「
丈
部
」

姓
を
の
ぞ
く
と
、
す
べ
て
「
都
野
臣
」
で

あ
る
。

「
都
野
」

l
「都
努
(
怒

・
能

・
濃
)」

l
「角」

で
あ
り
、
紀
臣
と
同

祖
で
、
仁
徳
朝
、
そ
の
児
の
男
嶋
足
尼
は
都
怒
国
造

(周
防
園
都
濃
郡
都
濃
郷
)

に
任
ぜ
ら
れ
た
(
国
造
本
紀
)
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
出
羽
国
関
係
史
料

F

」
キ
i
F

、
「
都
野
臣
」
は
な
く
、
初
見
史
料
と
い
え
る
。



女

者R
野

臣

真

家電

貿

-H十 十

七一~ 七
............._ 

............._ 

了 脅 正 正
女 女 丁 丁 女

女 女J 男

者E 者日 者日

野 野 野

臣 臣 臣

子 縄 神

縄 刀 麻

費 自 呂

年 費 年

十 年 十
一 十 四一一

~ 
五

............._ 

女 女
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男 委 弟
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欠 比 子 真
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三

es梅
島
町
届
属
品
川
永
v
e
-
#
A
1
0

A
P
4
6
町
民
処
刃
匂
ム
貝
キ
ム
寸
ム

タ
郷
野

ezd処脅
J

系
中
・
・
(

A

長
官
事
延
安

/十

活
都
宮
azfawd峠

t

，'都
野
必
乏

..L 

* 
.-l~ 

AJ:" 
A> 
で量?1 

&、
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考
み

ー会
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十
八
号
文
書

〔
釈
文
〕

l
図
5
参
照

〔
実
測
図
〕

|
図
6
参
照

〔
内
容
〕

本
文
書
の
記
載
様
式
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
り
、
続
柄
が
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、

現
段
階
で
は
、
本
文
書
は
計
帳
様
文
書
の
断
簡
と
み
て
お
き
た
い
。

界
線
は
折
界
で
な
く
、・
製
面
か
ら
の
へ
ラ
に
よ
る
押
界
と
判
断
さ
れ
る
(
註
6
)。

八
世
紀
の
計
帳

戸
主

n
U公
|
戸
口
合

O
O人

戸
主

ー
ー
ー

戸
口

男

O
人

去
年
計
帳
定
良
口

O
O人
女

O
人

戸
主
小
高
部
公
l
戸
口
合
四
十
七
人

今
年
計
帳
見
定
良
大
小
久
む
人

l
l
U不
課

不
課
口

O
O人

男

O
人

女

O
人

課
口

O
人

O
人
ム
δ
O人
A
A

O
人
A
A
O人
ム
Aω

見
輸

O
人

l:::. 
ム

課
戸
主

年

O
O

ム
ム

。
印
は
数
字

ム
印
は
年
齢
区
分

残
存
す
る
部
分
で
は
、
次
の
よ
う
な
戸
の
構
成
が
想
定
で
き
る
。

計
帳
の
模
式
図

妹

(

位

)

妹
(
幻
)

一寸

固
ー

男

(

ー

女

(
お
)

1
女

(
M
)

ー

女

(
幻
)
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「和
太
八
ム
」
は
、
現
地
名
+
公
(
君
)
姓
で
あ
り
、
こ
の
記
載
の
し
か
た
は
蝦

夷
が
律
令
国
家
に
服
属
し
た
時
の
ウ
ジ
名
と
さ
れ
て
い
る
。

「和
太
公
」
の
「
和
太
」
と
い
う
地
名
は
、
現
在
、
秋
田
城
の
南
東
、
河
辺
郡

「和
田
」
の
地
名
は
、

『日
本
歴
史

地
名
大
系
』
(
平
凡
社
)

河
辺
町
和
田
に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

に
よ
れ
ば
、
天
正
十
九
年

二

五
九
二

の
出
羽
国
秋
田

「
弐
百
四
拾
弐
石
四
斗
八
升
弐
合

郡
御
蔵
入
目
録
写

(
秋
田
家
文
書
)
に
、

)11 
村

鮎

わ
た
村
」
と
あ
り
、
中
世
末
に
は
村
と
し
て
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら

れ
て
い
る
。



コ

城

公

万

自

費

年

〔忠
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合
手
1
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和

太

公

真

夜

寅

年

玲

和
太
公
{
¥
「
l
資

年

特

四

月
、

υ
¥寅
年

特

三

和

太

戸

口

口

口

万

自

寅

年

州

ゆ

る

?
?
真
万
寅

Z
七

戸
主

小
高
野
市
小

三

手

継

戸

口

合

四

十

不課。
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「小
高
野
公
」
の

「小
高
野
」
と
い
う
地
名
は
、
現
在
、
河
辺
町
砂
和
国
"
の
す

ぐ
西
に
隣
接
し
て
い
る
北
野
田
高
屋
字
小
高
付
近
に
比
定
さ
れ
る
。

『角
川
日
本

地
名
大
辞
典
』
(
角
川
書
庖
)

に
よ
れ
ば
、
天
正
十
九
年
(
一
五
九

二

正

月
吉
日

豊
臣
秀
吉
が
秩
田
実
季
の
当
知
行
を
安
堵
し
た
朱
印
状
写
に
賀
川
村
と
併
記
し
て

「お
た
か
村
」
七
十
七
石
余
と
あ
る
の
が
初
見
と
さ
れ
て
い
る

(秋
田
家
文
書
)。

和
田

・
小
高
両
地
域
付
近
の
蝦
夷
が
国
家
側
に
服
属
し
た
時
に
計
帳
に
登
載
さ

れ
、
そ
の
計
帳
は
課
税
等
の
基
本
台
帳
と
し
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
小
高
野
公

三
手
継
の
戸
の
構
成
員
が
合
わ
せ
て

「
四
十
七
人
」
と
い
う
数
値
は
、
蝦
夷
の
現

地
支
配
が
大
き
な
単
位
で
掌
握
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
貴
重
な
史
料
と
し
て
注

日
し
て
お
き
た
い
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
の
計
帳
を
「
必
伴
帳
」
お
よ
び

「
倖
囚
計
帳
」
に
頬
似
し

た
も
の
と
み
な
し
た
場
合
は
、
こ
れ
ま
で
、
次
の
よ
う
な
史
料
か
ら
、
そ
の
帳
簿

の
存
在
は
知
ら
れ
て
い
た
が
、
実
例
と
し
て
は
初
見
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
。『

日
本
後
紀
』
弘
仁
二
年
(
八
一
一
)
三
月
十

一
日
条

始
令
下ニ
諸
国
一進
中
倖
囚
計
帳
上。

『
延
喜
式
』
(
主
計
式
帳
除
条
)

凡
大
帳
六
年

一
除
。
調
府
死
亡
。
伴
因
。
隠
首
。
季
帳
及
諸
司
返
上
等
帳
者
。

三
年
一
除
。
雑
任
帳

一
年

一
除
。

『
延
菩
式
』

(主
税
式
勘
税
帳
条
)

凡
勘
ニ
税
帳
-者
。
先
械
工
去
年
帳
・。

助
1
会
今
年
帳
a

。
次
計
寸
会
出
挙
。

祖
地
子
。
駅
伝
馬
。
池
榔
。
救
急
。
公
跡
。
必
倖
。
在
路
飢
病
。
及
企
附
等

帳
-。

(後
略
)

秋mYJ遺跡地図中央版illfjJ] alr t~i~分より

-158ー
(13) 

図7



十
九
号
文
書

〔釈
文
〕

〈表
(
お
も
て
)
面
〉

×
五
石

伴
子
福
入
手
×

×
口
手
四
石

下
毛
野
公
遠
守
手
×

後
色
ニ
×

〈
衷
面
〉

未
調
査
の
た
め
に
釈
文
を
略
す

〔内
容
〕

本
文
書
の
記
載
様
式
は
、

人
名
+
「
手
」
+
数
量

を
列
記
し
て
い
る
。

「手
」
は
、
主
と
し
て
、
手
工
業
生
産
に
携
わ
る
技
術
者
を

指
し
て
い
る
。
次
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の
例
が
知
ら
れ
て
い
る
。

織
手

『
令
集
解
』
職
員
令
織
部
司
条
古
記
所
引
別
記

鋳
手

『
類
袈
三
代
格
』
承
和
四
年
四
月

一
日
官
符
な
ど

作
器
手

『類
来
三
代
格
』
弘
仁
六
年
八
月
七
日
官
符

写

手

・
装
部
手

・
造
紙
手

・
造
準
手

・
造
盛
手

職
員
令
図
嘗
寮
条

太
政
官
符

図
苫
寮

元
h

ハ

人

え

八

人

今
令
。
比

二.
人

〈

，

a
五
人

右
、
右
大
臣
宜
。
奉
ν
勅
。
年
料
造
紙
。
其
数
不
レ
多
。
所
レ
有
紙
手
既
無
二
食

造
鑑
手

造
紙
手

料
一。
文
年
中
造
筆
無
レ
有
一一
定
数
一。
依
一一
臨
時
宣
・。

造
備
供
奉
。
准
ニ
量
所

用
一。

造
手
有
レ
余
。
並
従
ニ
滅
省
一。

大
岡
三
年
二
月
十
六
日

三
人
の
数
量
が
五
石
、
四
石
、

一ニ
石
と
膨
大
で
あ
り
、
し
か
も
端
数
を
伴
わ
な

い
な
ど
の
点
か
ら
判
断
す
る
と
、
主
食
料
の
給
米
な
ど
の
可
能
性
は
少
な
い
で
あ

ろ
う
。
そ
こ
で
、
そ
の
可
能
性
を
次
の
よ
う
に
推
測
し
て
お
き
た
い
。

長
屋
王
家
木
簡
に
は
酒
の
醸
造
に
関
す
る
木
簡
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
五

石
以
上
の
磁
を

「
大
阪
」
、
四
石

一
千
八
升
の
磁
を

「次
蔵
」
、
二
有
四
斗
五
升

の
販
を

「
小
限
」
と
呼
ん
だ
こ
と
が
わ
か
る

(註
7
)。
こ
れ
ら
の
数
値
は
、
各

器
の
受
品
を
表
し
て
い
る
の
で
端
数
が
生
ず
る
の
で
あ
ろ
う
。

「大
倭
国
正
税
帳
」

(
天
平
二
年
八
七
三

O
〉
)
に
よ
れ
ば
、

「酒
漆
拾
楚
々
別
五
削
」
と
あ
る
よ
う

-157-
(14) 

に
、
楚

(蔵
)
は
い
わ
ゆ
る
五
餅

(
石
)
入
り
の
饗
の
意
味
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
以
上
の
史
料
を
参
照
す
る
な
ら
ば
、

五
石
の
「
大
蔵
」
、
四
石

「
次
巌
」

、
三

石
「
小
頭
」

と
理
解
し
、
お
そ
ら
く
は
造
酒
手
の
酒
の
醸
造
の
割
り
当
て

・
作
業

盆
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

本
文
留
に
は
年
紀
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、

「伴
子
福
人
」
は
、
弘
仁
十
四

年
(
八
二
三
)
淳
和
天
皇
の
誇
大
作
を
避
け
て
、
大
伴
氏
は
伴
に
改
め
て
い
る
こ

と
か
ら
、
本
文
岱
は
、
弘
仁
卜
四
年

(
八
二
三
)
以
降
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知

ら
れ
る
。
共
伴
の
年
紀
を
有
す
る
文
作

(後
掲
)
に
み
え
る
嘉
祥
一一
、
三
年

(
八

四
九
、
八
五

O
)
と
矛
盾
し
な
い
。



ニ
ト
号
文

3

〔釈
文
〕

進

上

解

件

如

以

点
祥
二
年
六
月
サ

三
日

助
丈
部

三主

奪
三
日
常
二
日
均
仁
川
九
一

ャヘ

h
川
J

れ

% 

本
文
科
は
解
文
の
作
止
部
分
で
あ
る
。
茄
祥
二
年
は
八
四
九
年
。

日
下
の
職
名
と
し
て

「助
」
が
注
目
さ
れ
る
。
職
員
令
に
よ
れ
ば
、
中
央
官
制

の
寮
の
四
等
官
は
、
頭
(
カ
ミ
)

-
助
(
ス
ケ
)

-
允
(
ジ
ョ
ウ
)

-
属
(
サ
カ

ソ
)
で
あ
り
、
司
の
場
合
は
次
官

(
ス
ケ
)
を
位
か
な
い
の
で
、
正

(
カ
ミ
)

佑

〈ジ
ョ
ウ
)

-
令
史

(
サ
カ
ソ
)
で
あ
る
。
地
万
官
司
で
は
、
大
宰
府
の
場
合
、

防
人
司
が
正

(
カ
ミ
)

-
佑

(ジ
ョ
ウ
)

-
令
史

(
サ
カ
ン
)
と
さ
れ
て
お
り
、

中
央
の
司
に
相
当
し
て
い
る
。

秋
田
城
跡
で
は
、
外
邦
東
門
跡
第
五
内
次
調
査
出
土
木
簡
に
そ
の
官
制
を
伝
え

る
ニ
点
の
木
簡
が
合
ま
れ
て
い
る
。
三
ド
内
一
の
木
簡
の
年
代
は
、
共
伴
す
る
年
紀
を

有
す
る
木
簡
に
よ
れ
ば
、

延
歴
十
年

(七
九

こ

か
ら
同
十
内
年

(七
九
五
)
の

間
ご
ろ
と
考
え
ら
れ
る
。

一一
ト
八
号
木
簡

(じ
一ニ)

×
三
五
×

一二

O
一
九

「主
糠
返
抄

× 

ロ

× 

大
宰
府
の
官
司

「
主
神
」

「主
船
」

「
主
厨
」
な
ど
に
比
す
る
べ
き

「主
糎
」

(か
て
の
つ
か
さ
)
の
存
在
を
示
す
。

九
十
七
号
木
簡

(二
八
O
)

O
六
六

×

{七
)
× 
阻

-
×
口
口
佑
申
口
口
口
口
口
請
口
口
不
口
口
×

・
×
口
口
口
巳
門
川
川
ハ
ハ

ハ
川
川
ハ
U
×

「佑
」
は
、
先
に
み
た
よ
う
に
地
方
官
司
で
は
、
大
宰
府
の
防
人
司
が
正

・
佑

・

令
史
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
の

「
佑
」
に
相
当
す
る
。
さ
ら
に
外
郭
南
門
跡
丙

側
第
十
七
次
調
査
出
土
墨
書
土
器
(
須
恵
器
台
杯
へ
ラ
切
り

・
九
世
紀
前
半
)
二

点
に

「允
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
墨
書
土
器

「
允
」
は
、
中
央
官
制
の
寮
の
四
等

↑
)
 

E
J
 

5
1
 

官

「允
」

(ジ
ョ
ウ
)
に
相
当
し
よ
う
。

以
上
か
ら
、

「佑
」
は
防
人
司
の
佑

(ジ
ョ
ウ
)
、

「允
」
は
中
央
官
制
の
寮

の
四
等
官
の
允

(
ジ
ョ
ウ
)
に
そ
れ
ぞ
れ
相
当
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
た
。

本
漆
紙
文
書
の
職
名

「助
」
は
、
墨
書
土
器

「
允」

と
と
も
に
、

中
央
官
制
の

寮
の
四
等
官
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
二
十
八
号
木
簡
の

「
主
板
」
の
存

在
は
、
中
央
官
制
で
い
え
ば
、
宮
内
省
の
主
殿
技
、
地
方
官
制
で
は
、
大
宰
府
の

主
船

(ふ
ね
の
つ
か
さ
)
、
主
厨

〈く
り
や
の
つ
か
さ
)
な
ど
と
の
類
似
を
想
起

さ
せ
る
。
九
十
七
号
木
簡

「佑
」
は
防
人
司
の
佑
に
相
当
す
る
こ
と
も
併
せ
考
え

る
と
、
秋
田
城
に
は
、
大
宰
府
に
頬
似
し
た
官
制
を
有
し
、
中
央
官
制
で
い
え
ば
、

W
M
ま
た
は
司
相
当
の
も
の
と
い
え
よ
う
。

以
上
の
こ
と
か
ら

一
連
の
秩
田
城
の
官
制
に
関
す
る
出
土
文
字
資
料
は
、
城
制

下
の
官
制
の
実
態
を
伝
え
る
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
し
え
る
。
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二
十

一
号
文
書

嘉
祥
三
年
三
月
十
日

ゑ
多
少
イ
士
一
見

% 
文字突組.1)図

〔左文字を反転させた図〕

徳

一
未
状
門
ハ
ハ
ハ
ロ
麿
申
状

24号文m図10

前
虞
麿
申
云
口
口

ニ
十
五
号
文
書

嘉
祥
三
年
は
八
五

O
年。

〔
釈
文
〕

二
十
二
号
文
書

「
使
書
生

〔釈
文〕

h 
U 

(

嘉

)

(

月

)

a
「

祥
三
年
七

」

b

「
十

一
日」

死
亡
帳

・
戸
籍

・
計
帳
の
年
代

-154ー
(17) 

c
「
望
申
」

d

「
口
口
口
」

こ
れ
ら
年
紀
を
記
す
解
文
は
、

一
般
的
に
長
期
間
に
わ
た
り
保
管
す
る
こ
と
は

考
え
ら
れ
な
い
。

一
方
、
解
文
と
共
伴
し
て
い
る
戸
籍

・
計
帳

・
死
亡
帳
の
三
点

二
十
三
号
文
書

の
帳
簿
は
、
そ
の
記
載
様
式
か
ら
み
て
、
次
の
よ
う
に
そ
の
保
存
期
間
を
想
定
す

〔
釈
文
〕

る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

「嘉
祥
」

計
帳
に
つ
い
て
は
、
秋
田
城
漆
紙
文
書
第
九
号
文
書
に
よ
れ
ば
、
天
平
六
年

(
七
三
四
)
計
帳
が
、
紙
背
を
天
平
宝
字
三
年
(
七
五
九
)
具
注
麿
と
し
て
利
用

二
十
四
号
文
書

さ
れ
て
い
る
例
か
ち
す
れ
ば
、
二
十
五
年
間
保
管
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
て

〔
釈
文
〕

い
る
。
た
だ
し
、
本
計
帳
を
「
夷
停
計
帳
」

(
倖
囚
計
帳
)
と
み
な
す
場
合
は
、

「天
長
九
年
十
一
月
」

死
亡
帳
と
同
様
に
『
延
喜
式
』

(
主
計
式
帳
除
条
)

に
京
進
さ
れ
た

「夷
倖
帳
」

天
長
九
年
は
八
三
二
年。

「倖
囚
帳
」
は

「三
年

一
除
」
と
さ
れ
て
い
る
。
戸
籍
は
、
周
知
の
と
お
り
五
比

三
十
年
間
の
保
管
を
原
則
と
し
て
い
る
。



一
方
、
死
亡
帳
は
、

「延
喜
式
」

(主
計
式
帳
除
条
)
に
よ
れ
ば
、
京
進
さ
れ

た
死
亡
帳
は
倖
囚
帳
と
同
様
に
「
三
年
一
除
」
と
さ
れ
て
い
る
。
本
死
亡
帳
は
、

あ
く
ま
で
も
秋
田
城
に
と
ど
め
置
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
様
々
な
書
き
込
み
と
二

段
害
き
の
記
載
様
式
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
保
存
期
間
を
長
期
に
想
定
す
る
必
要
は

な
い
。
そ
の
点
で
は
、
本
戸
籍
は
断
簡
な
が
ら
、

一
切
書
き
込
み
な
ど
が
確
認
で

き
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
本
戸
籍
は
こ
の
時
期
の
秋
田
城
は
国
府
は
存
在
し
な
い
が
、

応
国
府
相
当
機
関
と
み
な
す
と
年
紀
を
布
す
る
解
文
の
年
代
で
あ
る
嘉
祥
二
1
三

年
(
八
四
九
i
八
五
O
)
か
ら
五
比
三
十
年
ほ
ど
前
を
原
則
的
に
は
想
定
で
き
る
。

死
亡
帳
お
よ
び
計
帳
は
嘉
作
二
i
一ニ
年
に
か
な
り
近
い
時
期
を
想
定
で
き
る
で
あ

ろ
う
。

末
筆
な
が
ら
資
料
整
理
お
よ
び
解
説
に
あ
た
り
御
助
力
を
い
た
だ
い
た
日
本
学

術
振
興
会
特
別
研
究
員
三
上
喜
孝

・
専
修
大
学
大
学
院
生
小
塚
裕
姫
子
両
氏
に
対

し
て
深
く
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

註
註

1

拙
稿

「
秋
田
城
跡
第
二
号

・
第
三
号
漆
紙
文
書
に
つ
い
て
」

調
査
事
務
所

『
秋
田
成
出
土
文
字
資
料
I
』
一
九
八
四
年
。

(秋
田
城
跡

註

2

財
団
法
人
茨
城
県
教
育
財
問
『
茨
城
県
教
育
財
団
文
化
財
調
査
報
告
第

註
3

O
集
|
鹿
の
チ
C
遺
跡
漆
紙
文
』
|
本
文
編
|』

長
岡
京
跡
山
上
漆
紙
文

3
「
死
亡
人
帳
」
の
釈
文
は
次
の
と
お
り
で
あ
る

一
九
八
三
年
。

((
財
)向
口
市
埋
蔵
文
化
財
セ
ソ
タ
l
・
向
日
市
教
育
委
員
会

一
九
九

七
年
八
月
卜
三
日
記
省
発
表
資
料
に
よ
る
)
。

釈
文

漆
紙
文
書
A

(
l
)
 ×

口
延
暦
九
年
六
月
三
日
死

〔
六
ヵ
〕

口
月
七
日
死

× 

口

延
暦
九
年
口
月
七
日
死

(2
)
 ×
口
ぃ
ハ
月
じ
×

(3
)
延
謄
九
年
六
月
口
×

(
4
)
 

口口
口口
口
口
口

篤
女

延

暦
九
年
× 
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〔
八
ヵ
〕

×
口
年
六
月
口
日
死

(5
)
 (
錨
)
聾

〔本
写
〕
円

υ

漆
紙
文
哲
B

〔
威
力〕

部
口
×

口
口

(
1
)
 
戸
主
ロ

(2
)
 

口
口



註

4
註
5

註

6
註
7

茜
部
の
例
は
こ
れ
ま
で
の
史
料
に
は
み
え
な
か
っ
た
が
、
近
年
、

二
条
大

路
木
簡
の
な
か
に
次
の
よ
う
な
例
が
新
た
に
確
認
さ
れ
て
い
る
(
早
稲
田

大
学
・
大
学
院
生
亀
谷
弘
明
氏
の
教
示
に
よ
る
)
。

。
伊
豆
園
田
方
郡
棄
妾
郷
瀬
埼
里
戸
主
茜
部
真
弓
調
荒
堅
魚
十
一
斤
十
両

「
六
連

一
丸
」

三
三
五
×

三
二

×
五

o
== 

(
平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
ニ
ニ

・
二
五
)

。
伊
豆
園
田
方
郡
棄
妾
郡
瀬
埼
里
茜
部
立
麻
巴
調
荒
門

二

八
三
)
×
二
五
×
五

O
三
九

(
平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
二
四
・
二
四
下
)

宮
本
救

コ戸
籍

・
計
帳
」

(
『
古
代
の
日
本
9

研
究
資
料
』
角
川
害
届

一
九
七
一
年
)
。

紙
背
文
書
が
確
認
で
き
ず
、
計
帳
の
歴
名
記
載
が
界
線
に
沿
っ
て
お
り
、
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特
に
二
・
一
叩
幅
の
と
こ
ろ
に
二
行
が
お
さ
ま
っ
て
い
る
こ
と
も
併
わ
せ

て
考
え
る
と
本
計
帳
に
伴
な
う
界
線
と
想
定
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

巽
淳
一
郎

「奈
良
時
代
の
藤

・
聴

・
正

・
由
加
」

(
奈
良
国
立
文
化
財
研

究
所
『
文
化
財
論
叢
』

H

一
九
九
五
年
)
。



16号文書裏焼き写真(赤外線テレビカメラ)

↑
υ
 



17号文書裏焼き写真(赤外線テレビカメラ)
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18号文書写真(赤外線テレビカメラ)

19号文書写真(赤外線テレビカメラ)



20号文書裏焼き写真(赤外線テレビカメラ)

21号文書写真(赤外線テレビカメラ)
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(表側)
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22号文，IF写真
(赤外線テレビカメラ)

24号文，J}衷焼き写真
(赤外線テレビカメラ)

25号文}}写真
(赤外線テレビカメラ)
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』kt当z 名 秩回城跡

面1] 3 名 平成十年度秋田城跡発掘調査概報

巻 次

シリ ー ズ名 駄回城跡調査慨報

シリーズ番号

編著者名 日野久、松下秀博、伊藤武士、進藤蛸

編集機関 駄回市教育委員会、秋田城跡調査事務所

j肝 .{t 地 干011-0901 秋岡県駄目市寺内字焼山56 Tel 018-845-1837 Fax 018-845-1318 

発行年月日 1999年 3)1

ふりがな ふりがな コード 北緯 東経 調査面積

所収遺跡名 所街地 市町村:追跡番号
調査則!日j 市司 査 !京 悶

。，" o I " m' 

hl!たじようあと あきたしてらうら
. . . 

駄回城跡 4火田市寺lよj 05201 : 186 39度 140度 第72次調査. . 
44分 05分. 19980413~ 1，300 . . 
20秒 ∞秒 19981209 '!f: 官t.f itJ，~ ft 

ー・・ーー・ ーーー--- ーーーー・ーーーーー

第73次調査 {呆 護 タ白泊3 理

19981027~ 1，000 

19981106 
ーーー・ーーー・ーー ーー ーー・ ・・ーーー・・ー -・・・・ーーーーーーーー・・・・ーーーーーーー

第74次調査
現状変更 (住宅新築)

19981130~ 50 
に伴う事前調査

19981202 

所収遺跡名 利1 }JII 主 な時代 主 な遺 構 主 な造物 特記事項

秩田城跡 減棚官i百 奈良~平安 掘立柱建物跡、 5棟 須恵日号、土師器、赤褐 大畑地区中央部の調査

51172次i調作 jG跡 竪穴住居跡 6軒 色土器、 盤書士器、灰 全国初の平安時代前期

竪穴状工房跡 3練 利i陶器、緑糊陶器、瓦、 の非鉄製小礼申や戸籍、

鍛冶炉 10基 !lH、{則、フイゴ羽口、 死亡帳、 計帳、解文な

竪穴状遺構 1基 土製品、鉄製品、石製 どの漆紙文許が出土 し

料水列塀跡 27"11 品、非鉄製小札甲、漆 た

柱列 37"11 紙、銭1'i:、縄文土器、 鍛冶工房と考えられる

構跡 4条 弥生土保 生産施設や官街ブロ ッ

上坑 13基 クを構成する可能性が

土坑状遺構 l基 I~jぃ建物を検出した
ー・ーーーーーーーーー申 -・・骨量ーー・・・ー ........ーーー・-噌'ーーー ーー・ーーー・ーーーー・・ーーー・・ーー . ーー--------・・ ーー・・ ・・ーー・ ーー ー ー・ーーーーー・ー ーー ー・ーーーーーーーー ーー

紋旧担史跡 向上 奈良~平安 焼山地区北部から中央

第73次調炎 部の調査
ー・...................・-- ー・・-ー............... ー・ーーーーーーーーー -- ー--ー・ー ーー ーーーー ・・・ ・・・・ ・・ ー--------ーー ーーーー ー-------- ー・ ・ーー ・・ー ーーーーー----------

秋田成跡 向上 平安 僻跡 2条 須恵6，-f、土師器、赤掲 大畑11地区南部の調査

第74次調査 七坑 l基 色上器、盤智土器、灰

漁h陶器、緑漁h陶器、中

世陶g:-{:、銭貨
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秋田城跡調査事務所要項

I 組織規定

昭和37年 5月8日教育規則第 3号
秋田市教育委員会事務局組織規則 抜粋

改正昭和52年11月21日第11号

第 l条

4.第3条第4項に掲げる事務を分掌させるため、文化振興に所属する機関として、秋田城跡調

査事務所を置く 。

第 3条

4.秋田城跡調査事務所における事務分掌は、おおむね次のとおりにする。

一、史跡秋田城跡の発掘に関すること。

二、史跡秋田城跡の出土品の調査および研究に関すること。

11 発掘調査体制

1 )調査体制

秋田市教育委員会

教育長 石黒俊郎

文化課長 小松正 夫

調査機関

秋田城跡調査事務所

所 長 日野 久

主席主査 松下秀博

主 事 伊藤武士

主 事 進藤 靖

2)調査指導機関

宮城県多賀城跡調査研究所
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秋田城跡(平成10年度)

印刷・発行

発行

平成11年 3月

秋田市教育委員会

秋田城跡調査事務所

干011-0901 秋田市寺内字焼山56

TEL 018-845-1837 

印 刷 秋田マイクロ写真印刷株式会社
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